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規 則 

 

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 八 日  

三  重  県  知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 七 号  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 六 条  総 務 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 六 条  総 務 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  法 務 課  五  法 務 ・ 文 書 課  

六  文 書 ・ 情 報 公 開 課  六  情 報 公 開 課  

七 ～ 十 三  （ 略 ）  七 ～ 十 三  （ 略 ）  

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

７  法 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ７  法 務 ・ 文 書 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  公 告 式 に 関 す る こ と 。  一  公 告 式 、 公 文 例 及 び 公 印 に 関 す る こ と 。  

 二  文 書 の 収 受 、 配 布 及 び 発 送 に 関 す る こ と 。  

二  条 例 、 規 則 等 の 整 備 及 び 審 査 並 び に 法 令 の 解 釈 に

関 す る こ と 。  

三  法 規 文 書 、 公 示 文 書 及 び 令 達 文 書 の 整 備 及 び 審 査

並 び に 法 令 の 解 釈 に 関 す る こ と 。  

三 ・ 四  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

 六  大 型 複 写 機 の 運 用 に 関 す る こ と 。  

 七  三 重 県 公 文 書 等 管 理 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第

二 十 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 特 定 歴 史 公 文 書 等

に 関 す る 部 分 を 除 く 。 ） 。  

五 ・ 六  （ 略 ）  八 ・ 九  （ 略 ）  

 十  三 重 県 公 文 書 等 管 理 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

七 ～ 九  （ 略 ）  十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  

８  文 書 ・ 情 報 公 開 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ８  情 報 公 開 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  公 文 例 及 び 公 印 に 関 す る こ と 。   

二  文 書 の 収 受 、 配 布 及 び 発 送 に 関 す る こ と 。   

三 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

六  大 型 複 写 機 の 運 用 に 関 す る こ と 。   

七  三 重 県 公 文 書 等 管 理 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第

二 十 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 特 定 歴 史 公 文 書 等

に 関 す る 部 分 を 除 く 。 ） 。  

 

八  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

九  三 重 県 公 文 書 等 管 理 審 査 会 に 関 す る こ と 。   

９ ～ 1
7  （ 略 ）  ９ ～ 1
7  （ 略 ）  

第 七 条  政 策 企 画 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 七 条  政 策 企 画 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  国 際 戦 略 ・ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 課  六  国 際 戦 略 課  

七  （ 略 ）  七  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  
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 七  プ ロ モ ー シ ョ ン の 推 進 に 関 す る こ と 。  

４ ～ ６  （ 略 ）  ４ ～ ６  （ 略 ）  
７  国 際 戦 略 ・ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次

の と お り と す る 。  

７  国 際 戦 略 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  
一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

 五  プ ロ モ ー シ ョ ン の 推 進 に 関 す る こ と 。   

８  （ 略 ）  ８  （ 略 ）  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  交 通 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ６  交 通 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

 三  自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

 

 四  運 輸 事 業 の 振 興 の 助 成 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三

年 法 律 第 百 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 三 重 県 バ ス

協 会 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

７  広 域 交 通 ・ リ ニ ア 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

７  広 域 交 通 ・ リ ニ ア 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  運 輸 事 業 の 振 興 の 助 成 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関

す る こ と （ 三 重 県 バ ス 協 会 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。 

二  自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

８ ・ ９  （ 略 ）  ８ ・ ９  （ 略 ）  

1
0  市 町 行 財 政 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
0  市 町 行 財 政 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 二  （ 略 ）  一 ～ 十 二  （ 略 ）  

十 三  本 人 確 認 情 報 及 び 附 票 本 人 確 認 情 報 の 保 護 に

関 す る 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

十 三  本 人 確 認 情 報 の 保 護 に 関 す る 審 議 会 に 関 す る

こ と 。  

十 四  （ 略 ）  十 四  （ 略 ）  

1
1  ス ポ ー ツ 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 1
1  ス ポ ー ツ 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  国 民 ス ポ ー ツ 大 会 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会

の 開 催 に 係 る 調 整 に 関 す る こ と 。  

 

六 ～ 八  （ 略 ）  五 ～ 七  （ 略 ）  

1
2
～ 1
4  （ 略 ）  1
2
～ 1
4  （ 略 ）  

第 八 条 の 二  （ 略 ）  第 八 条 の 二  （ 略 ）  

２  防 災 対 策 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ２  防 災 対 策 総 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

 七  防 災 行 政 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 八  地 域 防 災 計 画 に 関 す る こ と 。  

七  （ 略 ）  九  （ 略 ）  

 十  三 重 県 防 災 会 議 に 関 す る こ と 。  

八  （ 略 ）  十 一  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

４  災 害 対 策 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ４  災 害 対 策 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一  防 災 行 政 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  一  災 害 対 策 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

二 ・ 三  （ 略 ）  二 ・ 三  （ 略 ）  

四  地 域 防 災 計 画 に 関 す る こ と 。   

五  三 重 県 防 災 会 議 に 関 す る こ と 。   

六 ・ 七  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  
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５ ～ ８  （ 略 ）  ５ ～ ８  （ 略 ）  

第 九 条  医 療 保 健 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 九 条  医 療 保 健 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  
一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  健 康 推 進 課  六  感 染 症 対 策 課  

七  感 染 症 対 策 課  七  健 康 推 進 課  

八 ・ 九  （ 略 ）  八 ・ 九  （ 略 ）  

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

７  健 康 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ７  感 染 症 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  健 康 づ く り 基 本 計 画 の 推 進 に 関 す る こ と 。  一  感 染 症 対 策 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

二  食 環 境 の 整 備 及 び 食 育 の 推 進 に 関 す る こ と 。  二  三 重 県 感 染 症 診 査 協 議 会 に 関 す る こ と 。  

三  こ こ ろ の 健 康 づ く り の 推 進 に 関 す る こ と 。  三  保 健 環 境 研 究 所 に 関 す る こ と （ 環 境 生 活 部 の 所 管

に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

四  歯 及 び 口 腔 の 健 康 づ く り の 支 援 に 関 す る こ と 。  四  感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ） の 施 行 に 関

す る こ と 。  

五  難 病 対 策 に 関 す る こ と 。  五  新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十

四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

六  三 重 県 飲 酒 運 転 〇
ゼ ロ

を め ざ す 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 三

重 県 条 例 第 七 十 号 ） の 規 定 に よ る 医 療 機 関 の 指 定 に

関 す る こ と 。  

六  予 防 接 種 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 六 十 八 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と 。  

七  三 重 県 精 神 医 療 審 査 会 に 関 す る こ と 。   

八  三 重 県 公 衆 衛 生 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

九  三 重 県 難 病 医 療 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

十  三 重 県 精 神 保 健 福 祉 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

十 一  こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。   

十 二  公 衆 衛 生 学 院 に 関 す る こ と 。   

十 三  栄 養 士 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 四 十 五 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 四  健 康 増 進 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と 。  

 

十 五  食 品 表 示 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 七 十 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 保 健 事 項 に 限 る 。 ） 。  

 

十 六  歯 科 衛 生 士 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 養 成 施 設 の

指 定 及 び 監 督 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 

十 七  歯 科 技 工 士 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 名 簿 の 登 録

及 び 免 許 証 の 交 付 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 

十 八  原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対 す る 援 護 に 関 す る 法 律 （ 平

成 六 年 法 律 第 百 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 九  臓 器 の 移 植 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 四

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十  肝 炎 対 策 基 本 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 九 十 七

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十 一  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と 。  

 

二 十 二  ア ル コ ー ル 健 康 障 害 対 策 基 本 法 （ 平 成 二 十 五

年 法 律 第 百 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

二 十 三  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に

支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三
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号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 精 神 通 院 医 療 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 。  
二 十 四  ギ ャ ン ブ ル 等 依 存 症 対 策 基 本 法 （ 平 成 三 十 年

法 律 第 七 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 
二 十 五  保 健 師 業 務 の 統 括 に 関 す る こ と 。   

８  感 染 症 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ８  健 康 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  感 染 症 対 策 の 推 進 に 関 す る こ と 。  一  健 康 づ く り 基 本 計 画 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

二  三 重 県 感 染 症 診 査 協 議 会 に 関 す る こ と 。  二  食 環 境 の 整 備 及 び 食 育 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

三  保 健 環 境 研 究 所 に 関 す る こ と （ 環 境 生 活 部 の 所 管

に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

三  こ こ ろ の 健 康 づ く り の 推 進 に 関 す る こ と 。  

四  感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ） の 施 行 に 関

す る こ と 。  

四  歯 及 び 口 腔 の 健 康 づ く り の 支 援 に 関 す る こ と 。  

五  新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十

四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

五  難 病 対 策 に 関 す る こ と 。  

六  予 防 接 種 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 六 十 八 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と 。  

六  三 重 県 飲 酒 運 転 〇
ゼ ロ

を め ざ す 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 三

重 県 条 例 第 七 十 号 ） の 規 定 に よ る 医 療 機 関 の 指 定 に

関 す る こ と 。  

 七  三 重 県 精 神 医 療 審 査 会 に 関 す る こ と 。  

 八  三 重 県 公 衆 衛 生 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 九  三 重 県 難 病 医 療 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 十  三 重 県 精 神 保 健 福 祉 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 十 一  こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。  

 十 二  公 衆 衛 生 学 院 に 関 す る こ と 。  

 十 三  栄 養 士 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 四 十 五 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 四  健 康 増 進 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号 ） の 施 行

に 関 す る こ と 。  

 十 五  食 品 表 示 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 七 十 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 保 健 事 項 に 限 る 。 ） 。  

 十 六  歯 科 衛 生 士 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 養 成 施 設 の

指 定 及 び 監 督 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 十 七  歯 科 技 工 士 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 名 簿 の 登 録

及 び 免 許 証 の 交 付 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

 十 八  原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対 す る 援 護 に 関 す る 法 律 （ 平

成 六 年 法 律 第 百 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 十 九  臓 器 の 移 植 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 四

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十  肝 炎 対 策 基 本 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 九 十 七

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 一  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と 。  

 二 十 二  ア ル コ ー ル 健 康 障 害 対 策 基 本 法 （ 平 成 二 十 五

年 法 律 第 百 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 三  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に

支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と （ 精 神 通 院 医 療 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 。  
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 二 十 四  ギ ャ ン ブ ル 等 依 存 症 対 策 基 本 法 （ 平 成 三 十 年

法 律 第 七 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 五  保 健 師 業 務 の 統 括 に 関 す る こ と 。  

９  （ 略 ）  ９  （ 略 ）  

1
0  薬 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
0  薬 務 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 二  （ 略 ）  一 ～ 十 二  （ 略 ）  

十 三  大 麻 草 の 栽 培 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三

年 法 律 第 百 二 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

十 三  大 麻 取 締 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ）

の 施 行 に 関 す る こ と 。  

十 四 ～ 十 七  （ 略 ）  十 四 ～ 十 七  （ 略 ）  

第 十 条  （ 略 ）  第 十 条  （ 略 ）  

２ ～ 1
2  （ 略 ）  ２ ～ 1
2  （ 略 ）  

1
3  大 気 ・ 水 環 境 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 1
3  大 気 ・ 水 環 境 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 二 十 六  （ 略 ）  一 ～ 二 十 六  （ 略 ）  

二 十 七  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 三 十 六

年 法 律 第 百 九 十 一 号 ） に 係 る 規 制 に 関 す る こ と （ 他

課 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

 

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２ ～ ８  （ 略 ）  ２ ～ ８  （ 略 ）  

９  畜 産 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ９  畜 産 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 七  （ 略 ）  一 ～ 十 七  （ 略 ）  

十 八  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 畜 舎 等 の 建 築 等 及 び 利 用 の 特 例 に 関 す

る 法 律 第 三 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け る 開 発 行 為 に 係

る も の に 限 る 。 ） 。  

 

1
0  （ 略 ）  1
0  （ 略 ）  

1
1  農 業 基 盤 整 備 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 1
1  農 業 基 盤 整 備 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 十 二  （ 略 ）  一 ～ 十 二  （ 略 ）  

十 三  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 地 す べ り 等 防 止 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定

す る 地 す べ り 防 止 区 域 （ 以 下 「 地 す べ り 防 止 区 域 」

と い う 。 ） （ 農 林 水 産 省 農 村 振 興 局 の 所 管 に 属 す る

も の に 限 る 。 ） 及 び 海 岸 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る

海 岸 保 全 区 域 （ 農 林 水 産 省 農 村 振 興 局 の 所 管 に 属 す

る も の に 限 る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

 

1
2  （ 略 ）  1
2  （ 略 ）  

1
3  農 地 調 整 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
3  農 地 調 整 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

十 一  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 農 地 及 び 農 業 振 興 地 域 の 農 用 地 区 域 内

の も の （ 他 課 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に 限

る 。 ） 。  

 

1
4
・ 1
5  （ 略 ）  1
4
・ 1
5  （ 略 ）  

1
6  治 山 林 道 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
6  治 山 林 道 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 一  （ 略 ）  一 ～ 十 一  （ 略 ）  

十 二  地 す べ り 等 防 止 法 の 施 行 に 関 す る こ と （ 林 野 庁

の 所 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ） 。  

 

十 三  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 同 法 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定

盛 土 等 規 制 区 域 に お け る 森 林 法 第 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ り た て ら れ た 地 域 森 林 計 画 の 対 象 と す る 森
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林 の 区 域 及 び 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 国

有 林 の 地 域 別 の 森 林 計 画 区 域 に 係 る も の 並 び に 地

す べ り 防 止 区 域 （ 林 野 庁 の 所 管 に 属 す る も の に 限

る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

1
7
～ 2
0  （ 略 ）  1
7
～ 2
0  （ 略 ）  

2
1  水 産 基 盤 整 備 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 2
1  水 産 基 盤 整 備 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一 ～ 十  （ 略 ）   一 ～ 十  （ 略 ）  

 十 一  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 海 岸 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 海 岸 保

全 区 域 （ 農 林 水 産 省 水 産 庁 の 所 管 に 属 す る も の に 限

る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

第 十 三 条  雇 用 経 済 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  第 十 三 条  雇 用 経 済 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

十  工 業 研 究 所 ・ 津 高 等 技 術 学 校 一 体 整 備 プ ロ ジ ェ ク

ト チ ー ム  

 

２ ～ 1
0  （ 略 ）  ２ ～ 1
0  （ 略 ）  

1
1  工 業 研 究 所 ・ 津 高 等 技 術 学 校 一 体 整 備 プ ロ ジ ェ ク ト

チ ー ム の 分 掌 事 務 は 、 工 業 研 究 所 及 び 津 高 等 技 術 学 校

の 一 体 整 備 に 関 す る こ と と す る 。  

 

第 十 四 条  （ 略 ）  第 十 四 条  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

８  道 路 企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ８  道 路 企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  高 規 格 幹 線 道 路 の 整 備 促 進 に 関 す る こ と （ 近 畿 道

紀 勢 線 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 所 管 に 属 す る も

の を 除 く 。 ） 。  

一  高 規 格 幹 線 道 路 の 整 備 促 進 に 関 す る こ と （ 熊 野 道

路 、 紀 宝 熊 野 道 路 及 び 新 宮 紀 宝 道 路 の 用 地 取 得 及 び

事 業 調 整 に 係 る も の を 除 く 。 ） 。  

二 ～ 五  （ 略 ）  二 ～ 五  （ 略 ）  

９  近 畿 道 紀 勢 線 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌 事 務

は 、 高 規 格 幹 線 道 路 の 整 備 促 進 に 関 す る こ と （ 熊 野 道

路 の 事 業 調 整 並 び に 紀 宝 熊 野 道 路 の 用 地 取 得 及 び 事

業 調 整 に 係 る も の に 限 る 。 ） と す る 。  

９  近 畿 道 紀 勢 線 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌 事 務

は 、 高 規 格 幹 線 道 路 の 整 備 促 進 に 関 す る こ と （ 熊 野 道

路 、 紀 宝 熊 野 道 路 及 び 新 宮 紀 宝 道 路 の 用 地 取 得 及 び 事

業 調 整 に 係 る も の に 限 る 。 ） と す る 。  

1
0
・ 1
1  （ 略 ）  1
0
・ 1
1  （ 略 ）  

1
2  河 川 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
2  河 川 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 一  （ 略 ）  一 ～ 十 一  （ 略 ）  

十 二  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 河 川 法 第 五 十 四 条 に 規 定 す る 河 川 保

全 区 域 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

1
3  防 災 砂 防 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
3  防 災 砂 防 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

十  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に 関

す る こ と （ 砂 防 法 第 二 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 土

地 （ 以 下 「 砂 防 指 定 地 」 と い う 。 ） 、 急 傾 斜 地 の 崩

壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 第 三 条 第 一 項 に

規 定 す る 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 （ 以 下 「 急 傾 斜 地 崩

壊 危 険 区 域 」 と い う 。 ） 及 び 地 す べ り 防 止 区 域 （ 国

土 交 通 省 の 所 管 に 属 す る も の に 限 る 。 ） に 係 る も の

に 限 る 。 ） 。  

 

1
4  港 湾 ・ 海 岸 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
4  港 湾 ・ 海 岸 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

十 一  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 港 湾 法 第 三 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 港
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湾 隣 接 地 域 及 び 海 岸 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 海

岸 保 全 区 域 （ 国 土 交 通 省 の 所 管 に 属 す る も の に 限

る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

1
5
～ 1
8  （ 略 ）  1
5
～ 1
8  （ 略 ）  

1
9  建 築 開 発 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  1
9  建 築 開 発 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 を 廃 止

す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 三 十 三 号 ） 附 則 第

二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 経 過 措 置 の 施 行 に 関 す

る こ と 。  

六  三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四

十 七 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

七 ～ 二 十  （ 略 ）  七 ～ 二 十  （ 略 ）  

二 十 一  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 の 施 行 に 関

す る こ と （ 他 課 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 た だ し 、

規 制 に 関 す る こ と に つ い て は 、 都 市 計 画 法 第 四 条 第

十 二 号 に 規 定 す る 開 発 行 為 （ 畜 舎 等 の 建 築 等 及 び 利

用 の 特 例 に 関 す る 法 律 第 三 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け

る 開 発 行 為 を 除 く 。 ） に 該 当 す る 宅 地 造 成 等 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 。  
二 十 一  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 三 十 六

年 法 律 第 百 九 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

二 十 二 ～ 二 十 八  （ 略 ）  二 十 二 ～ 二 十 八  （ 略 ）  

2
0
～ 2
2  （ 略 ）  2
0
～ 2
2  （ 略 ）  

（ 職 制 ）  （ 職 制 ）  

第 十 九 条  （ 略 ）  第 十 九 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理 す る

た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ 同 表 の 中

欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理 す る

た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ 同 表 の 中

欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

 職 組 織 職 務   職 組 織 職 務  

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 首 都 圏 営 業 拠 点

運 営 総 括 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 首 都 圏

営 業 拠 点 の 運 営 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

  首 都 圏 営 業 拠 点

運 営 総 括 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 首 都 圏

営 業 拠 点 の 運 営 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

 

 中 小 企 業 ・ 経 営

改 革 推 進 総 括 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 中 小 企

業 政 策 に 係 る 総 合 調 整 に

関 す る 事 務 を 処 理 す る 。  

      

 イ ン バ ウ ン ド 誘

客 総 括 監  

観 光 部  上 司 の 命 を 受 け て イ ン バ

ウ ン ド 誘 客 に 係 る 総 合 調

整 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。 

      

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ

ン プ ロ ジ ェ ク ト

推 進 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ

ミ ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト

に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。 

  ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ

ン プ ロ ジ ェ ク ト

推 進 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ

ミ ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト

に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。 

 

      プ ロ モ ー シ ョ ン

推 進 監  

政 策 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て プ ロ モ

ー シ ョ ン の 推 進 に 関 す る

事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 地 域 共 生 社 会 推

進 監 

子 ど も ・ 福 祉

部 

上 司 の 命 を 受 け て 地 域 共

生 社 会 の 推 進 に 関 す る 事  

  地 域 共 生 社 会 推

進 監 

子 ど も ・ 福 祉

部 

上 司 の 命 を 受 け て 地 域 共

生 社 会 の 推 進 に 関 す る 事  
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   務 を 処 理 す る 。      務 を 処 理 す る 。   

      土 砂 対 策 監  環 境 生 活 部  上 司 の 命 を 受 け て 土 砂 対

策 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 消 費 生 活 監  環 境 生 活 部  上 司 の 命 を 受 け て 消 費 者

施 策 の 調 整 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

  消 費 生 活 監  環 境 生 活 部  上 司 の 命 を 受 け て 消 費 者

施 策 の 調 整 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

 

 ご み 処 理 広 域 化

推 進 監  

環 境 生 活 部  上 司 の 命 を 受 け て ご み 処

理 の 広 域 化 ・ 集 約 化 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

      

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 機 関 長  農 林 水 産 部

水 産 資 源 管

理 課 

上 司 の 命 を 受 け て 漁 業 取

締 船 に 関 す る 事 務 を 処 理

す る 。  

  機 関 長  農 林 水 産 部

水 産 資 源 管

理 課 

上 司 の 命 を 受 け て 漁 業 取

締 船 に 関 す る 事 務 を 処 理

す る 。  

 

 中 小 企 業 ・ 経 営

改 革 推 進 監  

雇 用 経 済 部  上 司 の 命 を 受 け て 中 小 企

業 政 策 に 関 す る 事 務 を 処

理 す る 。  

      

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 二 十 六 条  （ 略 ）  第 二 十 六 条  （ 略 ）  

２  地 域 調 整 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 ２  地 域 調 整 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 十 三  （ 略 ）  一 ～ 十 三  （ 略 ）  

 十 四  消 費 生 活 に 関 す る こ と 。  

 十 五  文 化 の 振 興 に 関 す る こ と 。  

 十 六  国 際 化 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

十 四 ～ 十 八  （ 略 ）  十 七 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

 二 十 二  自 衛 官 の 募 集 に 関 す る こ と 。  

十 九 ～ 二 十 五  （ 略 ）  二 十 三 ～ 二 十 九  （ 略 ）  

 三 十  国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 の 施 行 に 関 す る こ と 。 

 三 十 一  生 活 関 連 物 資 等 の 買 占 め 及 び 売 惜 し み に 対

す る 緊 急 措 置 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と 。  

二 十 六 ・ 二 十 七  （ 略 ）  三 十 二 ・ 三 十 三  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 二 条 の 二  （ 略 ）  第 三 十 二 条 の 二  （ 略 ）  

２  地 域 活 性 化 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

２  地 域 活 性 化 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 十 六  （ 略 ）  一 ～ 十 六  （ 略 ）  

 十 七  消 費 生 活 に 関 す る こ と 。  

 十 八  文 化 の 振 興 に 関 す る こ と 。  

 十 九  国 際 化 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

十 七 ～ 二 十 一  （ 略 ）  二 十 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

 二 十 五  自 衛 官 の 募 集 に 関 す る こ と 。  

二 十 二 ～ 二 十 八  （ 略 ）  二 十 六 ～ 三 十 二  （ 略 ）  

 三 十 三  国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

 三 十 四  生 活 関 連 物 資 等 の 買 占 め 及 び 売 惜 し み に 対
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す る 緊 急 措 置 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と 。  

二 十 九 ・ 三 十  （ 略 ）  三 十 五 ・ 三 十 六  （ 略 ）  
３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 分 掌 事 務 ）  （ 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 七 条  設 置 条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 相

談 所 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

第 三 十 七 条  設 置 条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 相

談 所 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 一  （ 略 ）  一 ～ 十 一  （ 略 ）  

十 二  児 童 相 談 所 内 の 経 理 に 関 す る こ と （ 中 央 児 童 相

談 所 に 限 る 。 ） 。  

十 二  児 童 相 談 所 内 の 予 算 、 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ

と （ 中 勢 児 童 相 談 所 に 限 る 。 ） 。  

十 三  児 童 相 談 所 の 庁 舎 管 理 に 関 す る こ と （ 中 央 児 童

相 談 所 に 限 る 。 ） 。  

十 三  児 童 相 談 所 の 庁 舎 管 理 に 関 す る こ と （ 中 勢 児 童

相 談 所 に 限 る 。 ） 。  

十 四  児 童 相 談 に 関 す る 情 報 の 収 集 、 分 析 、 提 供 及 び

統 計 に 関 す る こ と （ 中 央 児 童 相 談 所 に 限 る 。 ） 。  

十 四  児 童 相 談 に 関 す る 情 報 の 収 集 、 分 析 、 提 供 及 び

統 計 に 関 す る こ と （ 中 勢 児 童 相 談 所 に 限 る 。 ） 。  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 七 条 の 二  中 央 児 童 相 談 所 に 、 一 時 保 護 調 整 室 を

置 く 。  

第 三 十 七 条 の 二  中 勢 児 童 相 談 所 に 、 一 時 保 護 調 整 室 を

置 く 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）  第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ４  農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 八  （ 略 ）  一 ～ 十 八  （ 略 ）  

十 九  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 地 す べ り 防 止 区 域 （ 伊 賀 農 林 事 務 所 に

お け る 農 林 水 産 省 農 村 振 興 局 の 所 管 に 属 す る も の

に 限 る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

 

５ ～ ７  （ 略 ）  ５ ～ ７  （ 略 ）  

８  森 林 ・ 林 業 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ８  森 林 ・ 林 業 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 三 十 三  （ 略 ）  一 ～ 三 十 三  （ 略 ）  

三 十 四  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制

に 関 す る こ と （ 同 法 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 特

定 盛 土 等 規 制 区 域 に お け る 森 林 法 第 五 条 第 一 項 の

規 定 に よ り た て ら れ た 地 域 森 林 計 画 の 対 象 と す る

森 林 の 区 域 及 び 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る

国 有 林 の 地 域 別 の 森 林 計 画 区 域 に 係 る も の 並 び に

地 す べ り 防 止 区 域 （ 林 野 庁 の 所 管 に 属 す る も の に 限

る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

 

９ ～ 1
3  （ 略 ）  ９ ～ 1
3  （ 略 ）  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 四 十 一 条 の 三  （ 略 ）  第 四 十 一 条 の 三  （ 略 ）  

２  総 務 ・ 管 理 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ２  総 務 ・ 管 理 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 六  （ 略 ）  一 ～ 十 六  （ 略 ）  

十 七  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制 に

関 す る こ と （ 県 土 整 備 部 の 所 管 に 関 す る も の （ 建 築

開 発 室 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 。 

 

３  総 務 ・ 管 理 ・ 建 築 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

３  総 務 ・ 管 理 ・ 建 築 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 十 六  （ 略 ）  一 ～ 十 六  （ 略 ）  

十 七  三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 を 廃

止 す る 条 例 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 経 過

十 七  三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 施

行 に 関 す る こ と 。  
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措 置 の 施 行 に 関 す る こ と 。  

十 八 ～ 三 十 六  （ 略 ）  十 八 ～ 三 十 六  （ 略 ）  
三 十 七  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制

に 関 す る こ と （ 県 土 整 備 部 の 所 管 に 関 す る も の に 限

る 。 ） 。  

 

４  建 築 開 発 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ４  建 築 開 発 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 を 廃 止

す る 条 例 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 経 過 措

置 の 施 行 に 関 す る こ と 。  

六  三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 施 行

に 関 す る こ と 。  

七 ～ 二 十 一  （ 略 ）  七 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

二 十 二  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 に 係 る 規 制

に 関 す る こ と （ 都 市 計 画 法 第 四 条 第 十 二 号 に 規 定 す

る 開 発 行 為 （ 畜 舎 等 の 建 築 等 及 び 利 用 の 特 例 に 関 す

る 法 律 第 三 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け る 開 発 行 為 を 除

く 。 ） に 該 当 す る 宅 地 造 成 等 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。 

 

５ ～ 1
0  （ 略 ）  ５ ～ 1
0  （ 略 ）  

（ 法 令 で 定 め る 職 へ の 兼 務 ）  （ 法 令 で 定 め る 職 へ の 兼 務 ）  

第 百 二 十 二 条  （ 略 ）  第 百 二 十 二 条  （ 略 ）  

２  次 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 職 員 で 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る

法 律 で 定 め る 職 の 資 格 を 有 す る 職 員 は 、 そ れ ぞ れ そ の

職 に 兼 務 を 命 ぜ ら れ た も の と す る 。  

２  次 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 職 員 で 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る

法 律 で 定 め る 職 の 資 格 を 有 す る 職 員 は 、 そ れ ぞ れ そ の

職 に 兼 務 を 命 ぜ ら れ た も の と す る 。  

 一 （ 略 ）  （ 略 ）    一 （ 略 ）  （ 略 ）   

 二 一 ～ 三 （ 略 ）  建 築 基 準 法 第 四

条 第 五 項 に 規 定

す る 建 築 主 事  

  二 一 ～ 三 （ 略 ）  建 築 基 準 法 第 四

条 第 五 項 に 規 定

す る 建 築 主 事  

 

  四 建 設 事 務 所 に お い て 、 建

築 審 査 業 務 に 従 事 す る 主

査 （ 建 築 基 準 法 第 六 条 第

一 項 第 三 号 の 建 築 物 に つ

い て 、 前 二 号 に 規 定 す る

職 員 に 事 故 が あ る 場 合 又

は 当 該 職 員 が 欠 け た 場 合

に 限 る 。 ）  

   四 建 設 事 務 所 に お い て 、 建

築 審 査 業 務 に 従 事 す る 主

査 （ 建 築 基 準 法 第 六 条 第

一 項 第 四 号 の 建 築 物 に つ

い て 、 前 二 号 に 規 定 す る

職 員 に 事 故 が あ る 場 合 又

は 当 該 職 員 が 欠 け た 場 合

に 限 る 。 ）  

 

 三 ～ 十  （ 略 ）  （ 略 ）    三 ～ 十  （ 略 ）  （ 略 ）   

          

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 三 重 県 公 印 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  三 重 県 公 印 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 規 則 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 出 納 員 印 の 項 中 「 中 勢 児 童 相 談 所 」 を 「 中 央 児 童 相 談 所 」 に 改 め る 。   

（ 三 重 県 公 報 発 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

３  三 重 県 公 報 発 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 三 重 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 登 載 事 項 ）  （ 登 載 事 項 ）  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  前 項 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 あ ら か じ め 総 務 部 法

務 課 長 （ 以 下 「 法 務 課 長 」 と い う 。 ） に 合 議 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 同 項 第 三 号 又 は 第 六 号 に 掲 げ る
２  前 項 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 あ ら か じ め 総 務 部 法

務 ・ 文 書 課 長 （ 以 下 「 法 務 ・ 文 書 課 長 」 と い う 。 ） に

合 議 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 項 第 三 号 又 は 第
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事 項 の う ち 、 同 一 文 例 に よ つ て 処 理 す る こ と が で き る

も の と し て あ ら か じ め 設 定 さ れ た 例 文 を 法 務 課 長 が

登 録 し た も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

六 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 、 同 一 文 例 に よ つ て 処 理 す る

こ と が で き る も の と し て あ ら か じ め 設 定 さ れ た 例 文

を 法 務 ・ 文 書 課 長 が 登 録 し た も の に つ い て は 、 こ の 限

り で な い 。  

（ 登 載 の 手 続 ）  （ 登 載 の 手 続 ）  

第 四 条  公 報 に 登 載 す る 三 重 県 条 例 及 び 三 重 県 規 則 を

担 当 す る 課 の 課 長 は 、 原 稿 を 作 成 し 、 こ れ に 当 該 原 議

書 を 添 え て 、 法 務 課 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

第 四 条  公 報 に 登 載 す る 三 重 県 条 例 及 び 三 重 県 規 則 を

担 当 す る 課 の 課 長 は 、 原 稿 を 作 成 し 、 こ れ に 当 該 原 議

書 を 添 え て 、 法 務 ・ 文 書 課 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 条 第 一 項 第 三 号 か ら 第 八 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ 次

項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） を 担 当 す る 課 の 課 長 及 び

プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 担 当 課 長 （ 以 下 「 課 長 等 」 と い

う 。 ） は 原 議 書 に そ の 旨 を 表 示 し て 当 該 原 議 書 を 法 務

課 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 条 第 一 項 第 三 号 か ら 第 八 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ 次

項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） を 担 当 す る 課 の 課 長 及 び

プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 担 当 課 長 （ 以 下 「 課 長 等 」 と い

う 。 ） は 原 議 書 に そ の 旨 を 表 示 し て 当 該 原 議 書 を 法

務 ・ 文 書 課 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 六 号 に 掲 げ る 事 項 で あ つ

て 同 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 登 録 さ れ た も の

を 担 当 す る 課 長 等 （ 地 域 機 関 の 長 を 含 む 。 ） は 、 原 稿

を 作 成 し 、 こ れ を 法 務 課 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

３  前 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 六 号 に 掲 げ る 事 項 で あ つ

て 同 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 登 録 さ れ た も の

を 担 当 す る 課 長 等 （ 地 域 機 関 の 長 を 含 む 。 ） は 、 原 稿

を 作 成 し 、 こ れ を 法 務 ・ 文 書 課 長 に 送 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

５  法 務 課 長 は 、 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 送

付 を 受 け た と き は 、 公 報 の 印 刷 及 び 発 行 の 手 続 を と ら

な け れ ば な ら な い 。  

５  法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に

よ る 送 付 を 受 け た と き は 、 公 報 の 印 刷 及 び 発 行 の 手 続

を と ら な け れ ば な ら な い 。  

６  法 務 課 長 は 、 別 冊 、 附 録 等 に つ い て 公 報 へ の 登 載 を

省 略 す る こ と が で き る 。  

６  法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 別 冊 、 附 録 等 に つ い て 公 報 へ の

登 載 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

７  法 務 課 長 は 、 公 報 を 発 行 し た と き は 第 一 項 及 び 第 二

項 の 規 定 に よ り 送 付 さ れ た 原 議 書 を 課 長 等 に 返 付 し

な け れ ば な ら な い 。  

７  法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 公 報 を 発 行 し た と き は 第 一 項 及

び 第 二 項 の 規 定 に よ り 送 付 さ れ た 原 議 書 を 課 長 等 に

返 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 正 誤 の 手 続 ）  （ 正 誤 の 手 続 ）  

第 五 条  課 長 等 は 、 公 報 登 載 事 項 中 誤 植 等 訂 正 の 必 要 が

あ る と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 法 務 課 長 に 通 知 し な け

れ ば な ら な い 。  

第 五 条  課 長 等 は 、 公 報 登 載 事 項 中 誤 植 等 訂 正 の 必 要 が

あ る と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 法 務 ・ 文 書 課 長 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。  

２  法 務 課 長 は 、 前 項 の 通 知 が あ つ た と き は 、 直 ち に 正

誤 登 載 の 手 続 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

２  法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 前 項 の 通 知 が あ つ た と き は 、 直

ち に 正 誤 登 載 の 手 続 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

（ 公 報 目 録 ）  （ 公 報 目 録 ）  

第 六 条  法 務 課 長 は 、 毎 月 そ の 前 月 分 の 公 報 目 録 を 発 行

し な け れ ば な ら な い 。  

第 六 条  法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 毎 月 そ の 前 月 分 の 公 報 目 録

を 発 行 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 配 布 ）  （ 配 布 ）  

第 七 条  公 報 は 次 に 掲 げ る 箇 所 に 配 布 す る 。  第 七 条  公 報 は 次 に 掲 げ る 箇 所 に 配 布 す る 。  

一  総 務 部 文 書 ・ 情 報 公 開 課  一  総 務 部 情 報 公 開 課  

二 ・ 三  （ 略 ）  二 ・ 三  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 三 重 県 掲 示 場 の 設 置 及 び 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）  

４  三 重 県 掲 示 場 の 設 置 及 び 管 理 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 三 重 県 規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 掲 示 場 の 管 理 ）  （ 掲 示 場 の 管 理 ）  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  掲 示 場 に 掲 示 さ れ て い る 文 書 の 管 理 は 、 総 務 部 法 務

課 に お い て 行 う 。  

２  掲 示 場 に 掲 示 さ れ て い る 文 書 の 管 理 は 、 総 務 法 務 ・

文 書 課 に お い て 行 う 。  
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（ 掲 示 の 承 認 ）  （ 掲 示 の 承 認 ）  

第 五 条  掲 示 場 に 文 書 を 掲 示 し よ う と す る と き は 、 掲 示

し よ う と す る 期 間 を 定 め て 掲 示 文 書 を 提 示 し 、 総 務 部

法 務 課 長 （ 以 下 「 法 務 課 長 」 と い う 。 ） の 承 認 を 得 な

け れ ば な ら な い 。  

第 五 条  掲 示 場 に 文 書 を 掲 示 し よ う と す る と き は 、 掲 示

し よ う と す る 期 間 を 定 め て 掲 示 文 書 を 提 示 し 、 総 務 部

法 務 ・ 文 書 課 長 （ 以 下 「 法 務 ・ 文 書 課 長 」 と い う 。 ）

の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 掲 示 文 書 の 審 査 ）  （ 掲 示 文 書 の 審 査 ）  

第 六 条  法 務 課 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 掲 示 文 書 の 提 示 が

あ つ た と き は 、 こ れ を 審 査 の 上 、 第 四 条 に 規 定 す る も

の に 該 当 す る と き は 、 承 認 し な け れ ば な ら な い 。 こ の

場 合 に お い て 、 法 務 課 長 は 、 掲 示 文 書 に 承 認 印 を 押 印

し な け れ ば な ら な い 。  

第 六 条  法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 掲 示 文 書 の

提 示 が あ つ た と き は 、 こ れ を 審 査 の 上 、 第 四 条 に 規 定

す る も の に 該 当 す る と き は 、 承 認 し な け れ ば な ら な

い 。 こ の 場 合 に お い て 、 法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 掲 示 文 書

に 承 認 印 を 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 違 反 文 書 の 措 置 ）  （ 違 反 文 書 の 措 置 ）  

第 八 条  法 務 課 長 は 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 承 認 を 得 て い

な い 掲 示 文 書 又 は 前 条 の 規 定 に 違 反 し て い る 掲 示 文

書 が あ る と き は 、 速 や か に 取 り 除 か な け れ ば な ら な

い 。  

第 八 条  法 務 ・ 文 書 課 長 は 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 承 認 を

得 て い な い 掲 示 文 書 又 は 前 条 の 規 定 に 違 反 し て い る

掲 示 文 書 が あ る と き は 、 速 や か に 取 り 除 か な け れ ば な

ら な い 。  

 

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 八 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 八 号  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 一 総 務 部 法 務 ・ 文 書 課 の 表 中 「 法務・文書課 」 を 「 法務課 」 に 改 め 、 同 表 第 四 号 の 項 を 削 る 。  

別 表 第 一 総 務 部 情 報 公 開 課 の 表 中 「 情報公開課 」 を 「文書・情報公開課 」 に 改 め 、 同 表 第 一 号 の 項 を 第 二 号 の

項 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

1 
 

三重県公文書
等管理条例（令
和元年三重県

条例第 25 号）
の施行に関す
る事務 

 

1 条例第 9条第 2項の規定による報告の受
理 

    ○       

2 条例第 9条第 3項の規定による三重県公
文書等管理審査会への意見聴取 

  ○         

3 条例第 9条第 4項の規定による公文書フ

ァイル等を廃棄しない旨の求め 

  ○         

4 条例第 10 条第 1 項の規定による公文書
の管理状況の報告の受理 

    ○       

5 条例第 10 条第 2 項の規定による概要の

公表 

  ○         

6 条例第 10 条第 3 項の規定による報告又
は資料の提出要求及び実地調査 

  ○         

別 表 第 一 総 務 部 税 収 確 保 課 の 表 第 一 号 の 項 第 十 三 号 中 「 に係る個人の県民税及び市町民税 」 を 削 る 。  

別 表 第 一 地 域 連 携 ・ 交 通 部 交 通 政 策 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 三 号 を 削 り 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 同 表 に 次 の 三 項

を 加 え る 。  

2 自転車活用推
進法（平成 28

年法律第 113
号）の施行に関
する事務 

1 自転車活用推進に関する計画の策定   ○         

2 自転車活用推進に関する事項     ○       

3 自 動 車 運 転
代 行 業 の 業
務 の 適 正 化

に 関 す る 法
律 （ 平 成 13
年 法 律 第 57

号）の施行に
関する事務  

1 法第 5 条第 4 項､第 7 条第 2 項､第 23 条
第 3 項及び第 24 条第 2 項の規定による公
安委員会からの協議に対する同意 

   ○        

2 法第 8 条第 2 項､第 9 条第 3 項及び第 22

条の規定による公安委員会からの通知の
受理 

    ○       

3 法第 13 条第 3 項の規定による自動車運     ○       
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転代行業約款の届出の受理            

4 法第 21 条第 2 項の規定による報告及び

立入検査 

  ○         

5 法第 22 条第 2 項の規定による必要な措
置の指示 

  ○         

6 法第 23 条第 2 項及び第 25 条第 2 項第 2
号の規定による営業の停止等の命令の要

請 

  ○         

4 運輸事業の振
興の助成に関

する法律（平成
23 年 法 律 第
101 号）の施行

に関する事務 

 運輸事業振興助成交付金の決定及び交付     ○       

別 表 第 一 地 域 連 携 ・ 交 通 部 広 域 交 通 ・ リ ニ ア 推 進 課 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

地域連携・交通部 広域交通・リニア推進課 

区
分 

事務の種類  事項 

決裁区分  

地域機関の
名称 知

事 

専決者  受
任
者 副

知
事 

本庁 地域機関  

部
長 

次
長 

課
長 

班
長 

所
長 

室
長  

課
長 

所
長 

1 公共交通網の
整備促進に関

する事務 

広域､高速交通体系の整備促進に関する
事項 

    ○       

2 運輸事業の振
興の助成に関
する法律の施

行に関する事
務 

運輸事業振興助成交付金の決定及び交付     ○       

別 表 第 一 地 域 連 携 ・ 交 通 部 南 部 地 域 振 興 企 画 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

2 

 

半島振興法(昭

和 60 年法律第
63号)の施行に
関する事務 

1 法第 3条第 1項の規定による半島振興計

画の作成 

  ○         

2 法第 3条第 2項の規定による半島振興計
画の市町への協議 

    ○       

  3 法第 3条第 8項の規定による半島振興計

画の国への提出及び市町への通知 

    ○       

別 表 第 一 防 災 対 策 部 消 防 ・ 保 安 課 の 表 第 七 号 の 項 第 九 号 中 「 第 17 条第 5 項 」 を 「第 17 条第 6 項 」 に 改 め 、 同

項 中 第 二 十 三 号 を 第 三 十 一 号 と し 、 第 十 五 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で を 八 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 十 四 号 を 削 り 、 第 十 三

号 を 第 二 十 二 号 と し 、 第 十 二 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 十 一 号 を 削 り 、 第 十 号 の 次 に 次 の 十 号 を 加 え る 。  

11 法第 18条第 2項の規定による防災規程
の変更命令 

   ○        

12 法第 18条第 3項の規定による停止命令
（法第 19 条の 2 第 8 項の規定により準用

する場合を含む｡） 

   ○        

13 法第 19 条第 3 項の規定による共同
防災規程及び共同防災資機材等の届
出の受理  

     ○      

14 法第 19条第 5項の規定による共同防災
規程の変更命令 

   ○        

15 法第 19 条の 2 第 2 項の規定による意見
の提出 

    ○       

16 法第 19 条の 2 第 4 項の規定による届出

の受理 

     ○      

17 法第 19 条の 2 第 5 項の規定による通知     ○       

18 法第 19 条の 2 第 6 項の規定による広域
共同防災規程の変更命令 

   ○        
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19 法第 19 条の 2 第 7 項の規定による協議     ○       

20 法第 20条の 2の規定による報告の受理      ○      
別 表 第 一 防 災 対 策 部 消 防 ・ 保 安 課 の 表 第 九 号 の 項 中 「 高圧ガス保安法 」 の 次 に 「（昭和 26 年法律第 204 号） 」 を

加 え 、 同 項 第 五 号 中 「 届出の受理 」 の 次 に 「（法第 24 条の 2 第 2 項の規定において準用する場合を含む。） 」 を 加

え 、 同 号 (1
)

中 「 掲げる者 」 の 次 に 「 又は特定高圧ガス消費者 」 を 加 え 、 同 項 第 三 十 八 号 中 「 法第 27 条の 2 第 5

項 」 の 次 に 「 又は第 6 項 」 を 加 え 、 同 項 中 第 四 十 四 号 を 削 り 、 第 四 十 五 号 を 第 四 十 四 号 と し 、 第 四 十 六 号 か ら 第

五 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 五 十 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

53 法第 39 条の 21 第 1 項の規定による届

出の受理 

     ○      

別 表 第 一 防 災 対 策 部 消 防 ・ 保 安 課 の 表 第 九 号 の 項 中 第 百 九 号 を 第 百 十 号 と し 、 第 五 十 四 号 か ら 第 百 八 号 ま で を

一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 十 五 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

54 法第 39 条の 23 の規定による危害予防
規程の提出要求 

    ○       

別 表 第 一 防 災 対 策 部 消 防 ・ 保 安 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

18 脱 炭 素 成 長
型 経 済 構 造
へ の 円 滑 な

移 行 の た め
の 低 炭 素 水
素 等 の 供 給

及 び 利 用 の
促 進 に 関 す
る法律（令和

6 年法律第 37
号）の施行に
関する事務  

1 法第 24 条第 1 項の規定による通知の受
理 

    ○       

2 法第 24 条第 2 項の規定による通報     ○       

3 法第 37 条第 2 項の規定による報告の徴
収 

    ○       

別 表 第 一 医 療 保 健 部 医 療 政 策 課 の 表 第 二 号 の 項 中 第 百 二 十 六 号 を 第 百 二 十 九 号 と し 、 第 七 十 一 号 か ら 第 百 二 十

五 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 七 十 四 号 の 前 に 次 の 三 号 を 加 え る 。  

71 法第 30 条の 18 の 4 第 6 項の規定によ

るかかりつけ医機能報告の実施命令又は
是正命令 

   ○        

72 法第 30 条の 18 の 4 第 7 項において準
用する法第 30 条の 13 第 3 項の規定によ

る病院等のかかりつけ医機能報告に関す
る必要な情報の要求 

    ○       

73 法第 30 条の 18 の 4 第 7 項において準

用する法第 30 条の 13 第 6 項の規定によ
る病院等がかかりつけ医機能報告の実施
命令等に従わない旨の公表 

   ○        

別 表 第 一 医 療 保 健 部 感 染 症 対 策 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

6 

 

地域保健法の

施行に関する
事務 
 

1 法第 21 条第 1 項の規定による要請     ○       

2 法第 22 条の規定による研修の機会の提
供等 

           

 (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

 (2) 地域機関の所掌に属するもの          ○ 保健所 

別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 六 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

6 

 

大麻草の栽培

の規制に関す
る法律（昭和
23 年 法 律 第

124 号）の施行
に関する事務 
 

1 法第 5条第 1項の規定による第一種大麻

草採取栽培者の免許 

    ○       

2 法第 6条第 3項の規定による登録事項変
更の届出の受理 

     ○      

3 法第 7条第 1項の規定による登録及び免

許証の交付 

     ○      

 4 法第 7条第 3項の規定による免許証の再
交付 

     ○      

 5 法第 7 条第 4 項及び第 5 項の規定による
免許証返納の受理 

     ○      
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 6 法第 9 条の規定による報告の受理     ○       

 7 法第 11 条の規定による栽培地外への持
出しの許可 

    ○       

 8 法第 12 条第 1 項の規定による届出の受
理 

     ○      

 9 法第 12 条第 2 項の規定による届出の受

理及び廃棄の立会い 

     ○      

 10 法第 12条の 2の規定による届出の受理
及び厚生労働大臣への報告 

    ○       

 11 法第 12条の 4の規定による通知の受理      ○      

 12 法第 12条の 6の規定による免許の取消

し等 

   ○        

 13 法第 12条の 7の規定による申請等の受
理及び登録抹消等 

     ○      

 14 法第 12 条の 8 第 3 項の規定による届出
の受理 

     ○      

 15 法第 13条第 3項の規定による通知の受
理 

     ○      

 16 法第 15条第 2項の規定による通知の受
理 

     ○      

 17 法第 17条第 3項の規定による通知の受

理 

     ○      

 18 法第 22 条の 3 第 1 項の規定による立入
検査等 

    ○       

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 四 号 の 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1 法第 3条第 2項の規定による特別給付金

を受ける権利の裁定 

           

(1） 前回受給者からの請求に係るもの      ○      

(2) (1)以外のもの     ○       

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 五 号 の 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1 法第 4条の規定による特別弔慰金を受け
る権利の裁定 

           

(1) 前回受給者からの請求に係るもの      ○      

(2) (1)以外のもの     ○       

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 六 号 の 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1 法第 3条第 2項の規定による特別給付金
を受ける権利の裁定 

           

(1) 前回受給者からの請求に係るもの      ○      

(2) (1)以外のもの     ○       

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 七 号 の 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1 法第 4条の規定による特別給付金を受け
る権利の裁定 

           

(1) 前回受給者からの請求に係るもの      ○      

(2) (1)以外のもの     ○       

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 十 六 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

16 生活保護法（昭

和 25 年法律第
144 号）の施行
に関する事務 

1 法第 23 条第 1 項の規定による事務監査     ○       

 2 法第 24 条第 3 項の規定による保護の開

始等の決定及び通知（法第 24 条第 9 項に
おいて準用する場合を含む｡） 

         ○ 福祉事務所 

  3 法第 24 条第 8 項の規定による要保護者

の扶養義務者に対する通知 

         ○ 福祉事務所 

  4 法第 25 条第 1 項及び第 2 項の規定によ          ○ 福祉事務所 
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  る職権による保護の開始等の決定及び通

知 

           

  5 法第 26 条の規定による保護の停止又は
廃止の決定及び通知 

         ○ 福祉事務所 

 6 法第 27 条第 1 項の規定による生活の維
持等に係る指導又は指示 

         ○ 福祉事務所 

  7 法第 27 条の 2 の規定による相談及び助

言 

         ○ 福祉事務所 

 8 法第 27 条の 3 第 1 項の規定による調整
会議の組織 

         ○ 福祉事務所 

  9 法第 28条第 1項の規定による報告､調査

及び検診命令 

         ○ 福祉事務所 

 10 法第 28条第 2項の規定による要保護者
の扶養義務者等に対する報告の請求及び
通知 

         ○ 福祉事務所 

  11 法第 28条第 5項の規定による保護の開

始等の申請の却下等及び通知 

         ○ 福祉事務所 

 12 法第 29条第 1項の規定による官公署等
に対する資料の請求及び銀行等に対する

報告の請求 

         ○ 福祉事務所 

  13 法第 30条第 1項の規定による日常生活
支援住居施設の認定 

    ○       

 14 法第 30 条から第 37 条の 2 までの規定
による扶助の実施等 

         ○ 福祉事務所 

  15 法第 40条第 2項の規定による保護施設

の設置に係る届出の受理 

     ○      

 16 法第 41条第 2項の規定による社会福祉
法人等に係る保護施設の設置の認可（法

第 41条第 5項において準用する場合を含
む｡） 

   ○        

  17 法第 42条の規定による保護施設の休止
等の認可 

    ○       

 18 法第 43条第 1項の規定による保護施設

への指導 

    ○       

  19 法第 44条第 1項の規定による報告の徴
収及び立入検査 

    ○       

 20 法第 45 条の規定による改善命令等    ○        

  21 法第 46条第 2項の規定による管理規程

の策定等に係る届出の受理 

     ○      

 22 法第 46条第 3項の規定による管理規程
の変更命令 

    ○       

  23 法第 48条第 3項の規定による指導の制
限及び禁止 

   ○        

 24 法第 48条第 4項の規定による保護の変
更､停止又は廃止を必要とする事由の届
出の受理 

         ○ 福祉事務所 

  25 法第 49条の規定による医療機関等の指

定（法第 55 条において準用する場合を含
む｡） 

    ○       

 26 法第 51条第 2項の規定による指定医療
機関等の指定の取消し（法第 55 条におい

て準用する場合を含む｡） 

   ○        

  27 法第 53 条第 1 項及び第 3 項の規定によ
る診療報酬に係る請求の審査及び額の決
定等（法第 55 条において準用する場合を

含む｡） 

    ○       

  28 法第 53条第 4項の規定による診療報酬     ○       
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  の審査及び支払事務に係る業務委託契約

の締結 

           

  29 法第 54条第 1項の規定による指定医療
機関等に対する検査等（法第 54 条の 2 第
5 項において準用する場合を含む｡） 

    ○       

  30 法第 54 条の 2 第 1 項の規定による介護

機関の指定 

    ○       

  31 法第 54 条の 2 第 5 項の規定による指定
介護機関の指定の取消し 

   ○        

  32 法第 54 条の 2 第 5 項の規定による介護

報酬に係る請求の審査及び額の決定等 

    ○       

  33 法第 54 条の 2 第 5 項の規定による介護
報酬の審査及び支払事務に係る業務委託
契約の締結 

    ○       

  34 法第 55条の規定による施術者の施術料

に係る協定の締結 

    ○       

  35 法第 55 条の 4 第 1 項の規定による就労
自立給付金の支給の決定及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  36 法第 55条の 5第 1項の規定による進学･

就職準備給付金の支給の決定及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  37 法第 55条の 6の規定による被保護者等
に対する報告の請求及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  38 法第 55 条の 7 第 1 項の規定による被保
護者就労支援事業の実施 

         ○ 福祉事務所 

  39 法第 55 条の 7 第 2 項の規定による被保

護者就労支援事業の事務の委託 

         ○ 福祉事務所 

  40 法第 55 条の 8 第 1 項の規定による被保
護者健康管理支援事業の実施 

         ○ 福祉事務所 

  41 法第 55 条の 8 第 2 項の規定による情報

の提供の求め 

         ○ 福祉事務所 

  42 法第 55 条の 8 第 3 項において準用する
法第 55 条の 7 第 2 項の規定による被保護
者健康管理支援事業の事務の委託 

         ○ 福祉事務所 

  43 法第 55 条の 9 第 2 項の規定による情報

の提供 

         ○ 福祉事務所 

  44 法第 55 条の 10 第 1 項の規定による子
どもの進路選択支援事業等の実施 

         ○ 福祉事務所 

  45 法第 55 条の 10 第 2 項において準用す

る法第 55 条の 7 第 2 項の規定による子ど
もの進路選択支援事業等の事務の委託 

         ○ 福祉事務所 

  46 法第 55 条の 11 の規定による特定被保
護者対象事業の利用等 

         ○ 福祉事務所 

  47 法第 62 条第 3 項及び第 4 項の規定によ

る保護の変更等の決定等及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  48 法第 63 条の規定による返還額の決定          ○ 福祉事務所 

  49 法第 71 条第 1 号､第 3 号及び第 5 号か
ら第 7号までの規定による保護費､施設事

務費､委託事務費､就労自立給付金及び進
学･就職準備給付金の支給並びに被保護
者就労支援事業､被保護者健康管理支援

事業及び子どもの進路選択支援事業等の
実施に要する費用の支出に関する事務 

         ○ 福祉事務所 

  50 法第 74条第 2項の規定による保護施設
に対する命令及び指示 

    ○       

  51 法第 76条第 1項の規定による遺留金品

の保護費への充当の決定 

         ○ 福祉事務所 

  52 法第 77条第 1項の規定による費用徴収          ○ 福祉事務所 
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    の決定            

  53 法第 77条第 2項の規定による家庭裁判

所への申立て 

         ○ 福祉事務所 

  54 法第 77 条の 2 第 1 項及び第 2項の規定
による費用徴収の決定 

      ○    保健所 
福祉事務所 

  55 法第 78 条第 1 項から第 4 項までの規定
による費用徴収の決定 

      ○    保健所 
福祉事務所 

  56 地方自治法第 240 条第 2 項の規定によ
る債権の督促､保全及び取立てに関する
措置並びに同条第 3 項の規定による債権

の徴収停止又は履行期限の延長（法第 63
条の規定により決定された返還金並びに
法第 77 条第 1 項､第 77 条の 2 第 1 項及び

第 2 項並びに第 78 条第 1 項から第 4 項ま
での規定により決定された費用徴収金に
限る｡） 

      ○    保健所 
福祉事務所 

  57 法第 78 条の 2 第 1 項及び第 2項の規定

による費用徴収の決定 

      ○    保健所 

福祉事務所 

  58 法第 79条の規定による補助金等の返還
命令 

   ○        

  59 法第 80条の規定による返還の免除の決
定 

         ○ 福祉事務所 

  60 法第 81条の規定による後見人の選任請
求 

         ○ 福祉事務所 

  61 法第 81 条の 2 の規定による援助等     ○       

  62 法第 81 条の 3 の規定による援助     ○       

  63 法第 81条の 4の規定による情報提供等          ○ 福祉事務所 

  64 生活保護法施行規則（昭和 25 年厚生省

令第 21 号）第 11 条の規定による保護の
実施機関の意見聴収 

    ○       

  65 省令第 12 条､第 14 条の 2 及び第 16 条
の規定による告示 

    ○       

  66 省令第 14 条第 2 項及び第 15 条の規定

による届出の受理 

     ○      

  67 省令第 16条の 2の規定による情報の提
供の求め 

    ○       

  68 保護施設事務費及び委託事務費支弁基

本額の設定に係る決定 

    ○       

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 十 九 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

19 中国残留邦人
等の円滑な帰
国の促進並び

に永住帰国し
た中国残留邦
人等及び特定

配偶者の自立
の支援に関す
る法律（平成 6

年 法 律 第 30
号）の施行に関
する事務 

1 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む｡）においてその
例によるとされている生活保護法第 23 条

第 1 項の規定による事務監査 

    ○       

 2 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む｡）においてその

例によるとされている生活保護法第 24 条
第 3項の規定による支援給付等の開始等の
決定及び通知（生活保護法第 24 条第 9 項

において準用する場合を含む｡） 

         ○ 福祉事務所 

 3 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む｡）においてその
例によるとされている生活保護法第 24 条

第 8項の規定による要保護者の扶養義務者
に対する通知 

         ○ 福祉事務所 

 4 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む｡）においてその

例によるとされている生活保護法第 25 条
第 1項及び第 2項の規定による職権による
支援給付等の開始等の決定及び通知 

         ○ 福祉事務所 
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  5 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお

いて準用する場合を含む｡）においてその
例によるとされている生活保護法第 26 条
の規定による支援給付等の停止又は廃止

の決定及び通知 

         ○ 福祉事務所 

 6 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む｡）においてその

例によるとされている生活保護法第 27 条
第 1項の規定による生活の維持等に係る指
導又は指示 

         ○ 福祉事務所 

  7 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお

いて準用する場合を含む｡）においてその
例によるとされている生活保護法第 27 条
の 2 の規定による相談及び助言 

         ○ 福祉事務所 

 8 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお

いて準用する場合を含む｡）においてその
例によるとされている生活保護法第 27 条
の 3 第 1 項の規定による調整会議の組織 

         ○ 福祉事務所 

  9 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項にお

いて準用する場合を含む｡）においてその
例によるとされている生活保護法第 28 条
第 1 項の規定による報告､調査及び検診命

令 

         ○ 福祉事務所 

 10 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 28
条第 2 項の規定による要支援者の扶養義
務者等に対する報告の請求及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  11 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 28
条第 5 項の規定による支援給付等の開始

等の申請の却下等及び通知 

         ○ 福祉事務所 

 12 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 29

条第 1 項の規定による官公署等に対する
資料の請求及び銀行等に対する報告の請
求 

         ○ 福祉事務所 

  13 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 30
条から第 37条の 2までの規定による支援

給付等の実施等 

         ○ 福祉事務所 

 14 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 48
条第 4 項の規定による支援給付等の内容
の変更､停止又は廃止を必要とする事由

の届出の受理 

         ○ 福祉事務所 

  15 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 49

条の規定による医療機関等の指定（生活
保護法第 55条において準用する場合を含
む｡） 

    ○       

 16 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 51
条第 2 項の規定による指定医療機関等の

指定の取消し（生活保護法第 55 条におい
て準用する場合を含む｡） 

   ○        

  17 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 53  

    ○       
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 条第 1 項及び第 3 項の規定による診療報

酬に係る請求の審査及び額の決定等（生
活保護法第 55条において準用する場合を
含む｡） 

           

 18 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 53
条第 4 項の規定による診療報酬の審査及

び支払事務に係る業務委託契約の締結 

    ○       

  19 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 54

条の 2 第 1 項の規定による介護機関の指
定 

    ○       

 20 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 54
条の 2 第 5 項の規定による指定介護機関
の指定の取消し 

   ○        

  21 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 54

条の 2 第 5 項の規定による介護報酬に係
る請求の審査及び額の決定等 

    ○       

 22 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 54
条の 2 第 5 項の規定による介護報酬の審
査及び支払事務に係る業務委託契約の締

結 

    ○       

  23 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55

条の規定による施術者の施術料に係る協
定の締結 

    ○       

 24 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 55
条の 4 第 1 項の規定による就労自立給付
金の支給の決定及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  25 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55

条の 5第 1項の規定による進学･就職準備
給付金の支給の決定及び通知 

         ○ 福祉事務所 

 26 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 55
条の 6 の規定による被保護者等に対する
報告の請求及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  27 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55
条の 7 第 1 項の規定による被保護者就労

支援事業の実施 

         ○ 福祉事務所 

  28 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55

条の 7 第 2 項の規定による被保護者就労
支援事業の事務の委託 

         ○ 福祉事務所 

  29 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55
条の 8 第 1 項の規定による被保護者健康

管理支援事業の実施 

         ○ 福祉事務所 
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  30 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55
条の 8 第 2 項の規定による情報の提供の

求め 

         ○ 福祉事務所 

  31 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 55
条の 8 第 3 項において準用する生活保護
法第 55 条の 7 第 2 項の規定による被保護

者健康管理支援事業の事務の委託 

         ○ 福祉事務所 

  32 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55

条の 9 第 2 項の規定による情報の提供 

         ○ 福祉事務所 

  33 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 55

条の 10第 1項の規定による子どもの進路
選択支援事業等の実施 

         ○ 福祉事務所 

  34 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 55
条の 10第 2項において準用する生活保護
法第 55 条の 7 第 2 項の規定による子ども

の進路選択支援事業等の事務の委託 

         ○ 福祉事務所 

  35 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 55
条の 11の規定による特定被保護者対象事
業の利用等 

         ○ 福祉事務所 

  36 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 62
条第 3 項及び第 4 項の規定による支援給

付等の変更等の決定等及び通知 

         ○ 福祉事務所 

  37 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 63

条の規定による返還額の決定 

         ○ 福祉事務所 

  38 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 71

条第 1 号､第 3 号及び第 5 号から第 7 号ま
での規定による支援給付費等､施設事務
費､委託事務費､就労自立給付金及び進

学･就職準備給付金の支給並びに被保護
者就労支援事業､被保護者健康管理支援
事業及び子どもの進路選択支援事業等の

実施に要する費用の支出に関する事務 

         ○ 福祉事務所 

  39 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 76
条第 1 項の規定による遺留金品の支援給
付費等への充当の決定 

         ○ 福祉事務所 

  40 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 77
条第 1 項の規定による費用徴収の決定 

         ○ 福祉事務所 

  41 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 77
条第 2 項の規定による家庭裁判所への申

立て 

         ○ 福祉事務所 

  42 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に       ○    保健所 
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  おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 77
条の 2 第 1 項及び第 2 項の規定による費
用徴収の決定 

          福祉事務所 

  43 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 78
条第 1 項から第 4 項までの規定による費

用徴収の決定 

         ○ 保健所 

福祉事務所 

  44 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 78

条の 2 第 1 項及び第 2 項の規定による費
用徴収の決定 

      ○    保健所 
福祉事務所 

  45 地方自治法第 240 条第 2 項の規定によ
る債権の督促､保全及び取立てに関する

措置並びに同条第 3 項の規定による債権
の徴収停止又は履行期限の延長（法第 14
条第 4 項（法第 15 条第 3 項において準用

する場合を含む｡）においてその例による
とされている生活保護法第 63条の規定に
より決定された返還金並びに法第 14条第

4 項（法第 15 条第 3 項において準用する
場合を含む｡）においてその例によるとさ
れている生活保護法第 77 条第 1 項､第 77

条の 2 第 1 項及び第 2 項並びに第 78 条第
1項から第 4項までの規定により決定され
た費用徴収金に限る｡） 

         ○ 保健所 
福祉事務所 

  46 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 80

条の規定による返還の免除の決定 

         ○ 福祉事務所 

  47 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 81

条の規定による後見人の選任請求 

         ○ 福祉事務所 

  48 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 81

条の 2 の規定による援助等 

    ○       

  49 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている生活保護法第 81

条の 3 の規定による援助 

    ○       

  50 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法第 81
条の 4 の規定による情報提供等 

         ○ 福祉事務所 

  51 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ

の例によるとされている生活保護法施行
規則第 11条の規定による保護の実施機関
の意見聴取 

    ○       

  52 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている省令第 12 条､第
14 条の 2 及び第 16 条の規定による告示 

    ○       

  53 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている省令第 14 条第 2
項及び第 15 条の規定による届出の受理 

     ○      

  54 法第 14 条第 4 項（法第 15 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）においてそ
の例によるとされている省令第 16 条の 2

の規定による情報の提供の求め 

    ○       
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別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 二 十 号 の 項 第 八 号 中 「 第 7 条第 2 項 」 を 「 第 7 条第 1 項 」 に 改 め 、

同 項 第 九 号 中 「 第 7 条第 2 項 」 を 「第 7 条第 1 項 」 に 、 「 生活困窮者一時生活支援事業 」 を 「生活困窮者居住支援

事業 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 第 16 条第 2 項 」 を 「第 16 条第 1 項 」 に 改 め る 。  
別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 児 童 相 談 支 援 課 の 表 中 「 中勢児童相談所 」 を 「 中央児童相談所 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 家 庭 福 祉 ・ 施 設 整 備 課 の 表 第 四 号 の 項 中 第 十 号 を 削 り 、 第 十 一 号 を 第 十 号 と し 、 第 十

二 号 を 第 十 一 号 と し 、 同 項 第 十 三 号 中 「 及び証書の交付 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 中 第 十 四 号 を

第 十 三 号 と し 、 同 項 第 十 五 号 中 「 同条第 4 項及び第 26 条の 2 」 を 「 省令第 26 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 四 号

と し 、 同 項 中 第 十 六 号 か ら 第 二 十 号 ま で を 削 り 、 第 二 十 一 号 を 第 十 五 号 と し 、 同 項 第 二 十 二 号 中 「 及び証書の提

出命令 」 を 削 り 、 「 第 26 条の 2 」 を 「 第 26 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 六 号 と し 、 同 項 中 第 二 十 三 号 を 削 り 、 第

二 十 四 号 を 第 十 七 号 と す る 。  

別 表 第 一 環 境 生 活 部 私 学 課 の 表 第 二 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2 
 

私立学校法（昭
和 24 年法律第
270 号）の施行

に関する事務 

 

1 法第 6条の規定による報告書の提出の要
求 

    ○       

 2 法第 9条の規定による私立学校審議会委
員の定数の決定及び任命 

  ○         

 3 法第 11 条第 2 項の規定による私立学校

審議会会長の任命 

  ○         

 4 法第 12 条の規定による私立学校審議会
委員の解任 

  ○         

  5 法第 15 条の規定による私立学校審議会

の運営細目の承認 

    ○       

 6 法第 19 条第 2 項の規定による収益事業
の種類の決定（法第 152 条第 6 項において
準用する場合を含む｡） 

    ○       

  7 法第 24 条第 1 項の規定による寄附行為

の認可（法第 152 条第 6 項において準用す
る場合を含む｡） 

  ○         

 8 法第 25 条第 1 項の規定による寄附行為

の補充（法第 152 条第 6 項において準用す
る場合を含む｡） 

  ○         

  9 法第 34 条第 2 項の規定による一時理事
の職務を行うべき者の選任（法第 152 条第

6 項において準用する場合を含む｡） 

    ○       

 10 法第 50条第 2項の規定による一時監事
の職務を行うべき者の選任（法第 152 条
第 6 項において準用する場合を含む｡） 

    ○       

  11 法第 56条第 2項の規定による報告の受

理（法第 152 条第 6 項において準用する
場合を含む｡） 

    ○       

 12 法第 65条第 2項の規定による一時評議

員の職務を行うべき者の選任（法第 152
条第 6 項において準用する場合を含む｡） 

    ○       

  13 法第 72条第 1項の規定による評議員に
よる評議員会の招集の許可（法第 152 条

第 6 項において準用する場合を含む｡） 

    ○       

 14 法第 108 条第 3 項の規定による学校法
人の寄附行為の変更の認可（法第 152 条
第 6 項において準用する場合を含む｡） 

    ○       

  15 法第 108 条第 5 項の規定による学校法

人の寄附行為の変更の届出の受理（法第
152 条第 6 項において準用する場合を含
む｡） 

    ○       

 16 法第 109 条第 3 項の規定による学校法
人の解散の認可（法第 152 条第 6 項にお
いて準用する場合を含む｡） 

  ○         

  17 法第 109 条第 5 項の規定による解散の

届出の受理（法第 152 条第 6 項において 

    ○       
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    準用する場合を含む｡）            

  18 法第 112 条第 2 項の規定による清算人

の選任（法第 152 条第 6 項において準用
する場合を含む｡） 

    ○       

  19 法第 115 及び第 122 の規定による届出
の受理（法第 152 条第 6 項において準用

する場合を含む｡） 

    ○       

 20 法第 126 条第 3 項の規定による合併の
認可（法第 152 条第 6 項において準用す
る場合を含む｡） 

   ○        

  21 法第 133 条第 1 項の規定による措置命
令及び同条第 10項の規定による役員又は
評議員の解任勧告（法第 152 条第 6 項に

おいて準用する場合を含む｡） 

  ○         

 22 法第 134 条の規定による収益事業の停
止命令（法第 152 条第 6 項において準用
する場合を含む｡） 

  ○         

  23 法第 135 条第 1 項の規定による解散命

令（法第 152 条第 6 項において準用する
場合を含む｡） 

  ○         

 24 法第 136 条第 1 項の規定による報告の
徴収及び立入検査の実施（法第 152 条第 6

項において準用する場合を含む｡） 

    ○       

  25 法第 152 条第 7 項の規定による認可   ○         

 26 私立学校法施行令（昭和 25 年政令第 31
号）第 6 条の規定による届出の受理 

    ○       

  27 政令第 7 条の規定による進達    ○        

  28 政令第 8 条の規定による協議    ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 私 学 課 の 表 第 三 号 の 項 第 三 号 及 び 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

3 法第 14 条第 2 項ただし書の規定による
許可 

    ○       

4 法第 14 条第 4 項の規定による収支予算
書等の届出の受理 

    ○       

別 表 第 一 環 境 生 活 部 私 学 課 の 表 第 五 号 の 項 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 受給

資格の消滅 」 を 「 受給事由消滅の通知 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 号 と し 、 同 項 中 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 を

第 三 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

2 法第 6条の規定による就学支援金の支給     ○       

別 表 第 一 環 境 生 活 部 く ら し ・ 交 通 安 全 課 の 表 第 九 号 の 項 第 三 号 中 「 第 29 条第 1 項 」 を 「第 25 号第 1 項 」 に 改

め る 。  

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 二 十 四 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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三重県土砂等
の埋立て等の
規制に関する

条例（令和元年
三重県条例第
26 号）の施行

に関する事務 

1 条例第 8条第 2項の規定による埋立て等
の停止等の命令（組織規則第 10 条第 13 項
第 7 号に係るものに限る。） 

           

(1) 本庁の実施に係るもの   ○         

 (2) (1)以外のもの       ○    地域防災総

合事務所等 

2 条例第 8条第 3項の規定による土砂等の
撤去等の命令（組織規則第 10 条第 13 項第

7 号に係るものに限る。） 

           

 (1) 本庁の実施に係るもの   ○         

(2) (1)以外のもの       ○    地域防災総
合事務所等 

 3 条例第 9 条の規定による許可     ○       

4 条例第 9 条の 2 の規定による届出        ○   地域防災総

合事務所等 
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  5 条例第 13 条の規定による市町長への意

見聴取 

    ○       

6 条例第 15 条第 1 項の規定による変更許
可 

    ○       

 7 条例第 15 条第 5 項の規定による軽微な

変更の届出の受理 

    ○       

8 条例第 15 条の 2 第 2 項の規定による変
更届の受理 

       ○   地域防災総
合事務所等 

  9 条例第 15 条の 2 第 4 項の規定による軽
微な変更の届出の受理 

       ○   地域防災総
合事務所等 

10 条例第 17条の規定による土砂等の埋立
て等の着手の届出の受理 

    ○       

 11 条例第 18条第 2項の規定による土砂等
の搬入の報告の受理 

           

(1) 本庁の実施に係るもの     ○       

  (2) (1)以外のもの        ○   地域防災総

合事務所等 

12 条例第 20条の規定による埋立て等に使
用した土砂等の量の報告の受理 

           

 (1) 本庁の実施に係るもの     ○       

(2) (1)以外のもの        ○   地域防災総

合事務所等 

  13 条例第 21 条第 1 項及び第 2 項の規定に
よる水質調査結果等の報告の受理 

           

(1) 本庁の実施に係るもの     ○       

 (2) (1)以外のもの        ○   地域防災総

合事務所等 

14 条例第 21条第 3項の規定による水質基
準及び土砂基準に適合していないことを
確認したときの報告の受理 

           

  (1) 本庁の実施に係るもの     ○       

(2) (1)以外のもの        ○   地域防災総
合事務所等 

 15 条例第 23条第 3項の規定による関係書
類の閲覧 

           

(1) 本庁の実施に係るもの     ○       

  (2) (1)以外のもの        ○   地域防災総

合事務所等 

16 条例第 24条第 1項の規定による土砂等
の埋立て等の完了等の届出の受理 

    ○       

 17 条例第 24条第 4項の規定により準用す

る条例第 24条第 1項の規定による土砂等
の埋立て等の完了等の届出の受理 

       ○   地域防災総

合事務所等 

18 条例第 24条第 2項の規定による確認の
通知 

    ○       

  19 条例第 25条第 1項の規定による地位の

承継の承認 

    ○       

20 条例第 25 条の 2 第 2 項の規定による地
位の承継の届出の受理 

       ○   地域防災総
合事務所等 

 21 条例第 26条の規定による埋立て等の停

止の命令等（組織規則第 10 条第 13 項第 7
号に係るものに限る。） 

  ○         

22 条例第 26条の 2の規定による埋立て等
の停止の命令等（組織規則第 10 条第 13

項第 7 号に係るものに限る。） 

  ○         
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  23 条例第 27条の規定による許可の取消し

又は停止の命令（組織規則第 10 条第 13
項第 7 号に係るものに限る。） 

  ○         

24 条例第 28条第 2項の規定による土地の

所有者からの報告の受理 

           

 (1) 本庁の実施に係るもの     ○       

(2) (1)以外のもの        ○   地域防災総
合事務所等 

  25 条例第 29 条第 1 項の規定による勧告
（組織規則第 10 条第 13 項第 7 号に係る

ものに限る。） 

  ○         

26 条例第 29条第 2項の規定による措置の
命令（組織規則第 10 条第 13 項第 7 号に

係るものに限る。） 

  ○         

 27 条例第 29 条の 2 第 1 項の規定による勧
告（組織規則第 10 条第 13 項第 7 号に係
るものに限る。） 

  ○         

28 条例第 29 条の 2 第 2 項の規定による措

置の命令（組織規則第 10 条第 13 項第 7
号に係るものに限る。） 

  ○         

  29 条例第 30 条第 1 項及び第 4 項の規定に
よる土砂等搬入禁止区域の指定 

  ○         

30 条例第 30 条第 2 項の規定による公示     ○       

 31 条例第 30 条第 5 項及び第 6 項の規定に
よる立入検査及び調査等（組織規則第 10
条第 13 項第 7 号に係るものに限る。） 

           

(1) 本庁の実施に係るもの     ○       

  (2) (1)以外のもの        ○   地域防災総

合事務所等 

32 条例第 32条第 1項の規定による土砂等
搬入禁止区域の解除 

  ○         

 33 条例第 32条第 2項の規定により準用す

る第 30 条第 2 項に規定する公示 

    ○       

34 条例第 33条第 1項の規定による報告の
徴収（組織規則第 10 条第 13 項第 7 号に
係るものに限る。） 

           

  (1) 本庁の実施に係るもの     ○       

(2) (1)以外のもの        ○   地域防災総
合事務所等 

 35 条例第 33条第 2項の規定による立入等
（組織規則第 10 条第 13 項第 7 号に係る

ものに限る。） 

           

(1) 本庁の実施に係るもの     ○       

  (2) (1)以外のもの        ○   地域防災総
合事務所等 

36 条例第 34 条第 1 項の規定による公表

（組織規則第 10 条第 13 項第 7 号に係る
ものに限る。） 

    ○       

 37 条例第 34条第 2項の規定による公表に
係る者への意見の聴取等（組織規則第 10

条第 13 項第 7 号に係るものに限る。） 

    ○       

38 第 35 条第 1 項及び第 2 項に規定する警
察本部長への意見聴取（組織規則第 10 条
第 13 項第 7 号に係るものに限る。） 

    ○       

  39 第 35条第 3項に規定する関係行政機関

又は関係市町への照会等（組織規則第 10
条第 13 項第 7 号に係るものに限る。） 
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(1) 本庁の実施に係るもの     ○       

 (2) (1)以外のもの        ○   地域防災総
合事務所等 

40 第 35条の 2第に規定する市長への通知        ○   地域防災総
合事務所等 

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

29 宅地造成及び
特定盛土等規
制法（昭和 36

年法律第 191
号）の施行に関
する事務 

1 法第 12 条第 1 項及び第 30 条第 1 項の規
定による工事の許可 

    ○       

2 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項におい

て準用する場合を含む｡）の規定による関
係市町長への通知 

    ○       

3 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項におい

て準用する場合を含む｡）の規定による公
表 

    ○       

4 法第 14 条第 2 項及び第 33 条第 2 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項におい
て準用する場合を含む｡）の規定による許
可証の交付又は不許可の通知 

    ○       

5 法第 15 条第 1 項及び第 34 条第 1 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項におい
て準用する場合を含む｡）の規定による協
議 

    ○       

6 法第 16 条第 1 項及び第 35 条第 1 項の規

定による変更の許可 

    ○       

7 法第 16 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の規
定による変更の届出の受理 

    ○       

8 法第 17条第 1項､第 2項､第 4項及び第 5

項並びに第 36 条第 1 項､第 2 項､第 4 項及
び第 5 項の規定による完了検査等 

    ○       

9 法第 18 条第 1 項及び第 2 項並びに第 37
条第 1 項及び第 2 項の規定による中間検

査等 

    ○       

10 法第 19 条第 1 項及び第 38 条第 1 項の
規定による定期の報告の受理 

    ○       

11 法第 20 条第 1 項､第 2 項､第 3項及び第
4 項並びに第 39 条第 1 項､第 2 項､第 3 項

及び第 4 項の規定による宅地造成等の規
制に係る許可の取消し等 

  ○         

12 法第 20 条第 5 項及び第 6 項（法第 23

条第 3 項において準用する場合を含む｡）
並びに第 39 条第 5 項及び第 6 項（法第 42
条第 3 項において準用する場合を含む｡）

の規定による宅地造成等の規制に係る災
害防止措置の執行等 

  ○         

13 法第 21 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項並
びに第 40 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項の

規定による工事等の届出の受理 

    ○       

14 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による関係市町長への通知 

    ○       

15 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による公表 

    ○       

16 法第 22 条第 2 項及び第 41 条第 2 項の
規定による災害防止措置の勧告 

  ○         

17 法第 23条第 1項及び第 2項並びに第 42
条第 1 項及び第 2 項の規定による改善命

令 

  ○         

 18 法第 24 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の     ○       
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 規定による立入検査            

 19 法第 25 条及び第 44 条の規定による報

告の徴収 

    ○       

20 法第 27条第 1項の規定による工事の届
出の受理 

    ○       

21 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る関係市町長への通知 

    ○       

22 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る公表 

    ○       

23 法第 27 条第 3 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る勧告 

  ○         

24 法第 27 条第 4 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る命令 

  ○         

25 法第 28条第 1項の規定による変更の届
出の受理 

    ○       

26 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規
則（昭和 37 年建設省令第 3 号）第 88 条
の規定による宅地造成及び特定盛土等に

関する証明書等の交付 

    ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 団 体 検 査 課 の 表 中 第 十 三 号 の 項 を 第 十 四 号 の 項 と し 、 第 六 号 の 項 か ら 第 十 二 号 の 項 ま で を

一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 七 号 の 項 の 前 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

6 預貯金者の意
思に基づく個
人番号の利用

による預貯金
口座の管理等
に関する法律

（令和 3 年法
律第 39 号）の
施行に関する

事務 

法第 21条の規定による帳簿書類その他の
物件の検査等 

    ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 第 十 七 号 の 項 第 十 七 号 を 削 り 、 同 項 第 十 六 号 中 「 第 6 条第 2 項 」

を 「 第 7 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 七 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

16 規則第 6 条の規定による発生予察調査
の委託 

         ○ 病害虫防除
所 

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 第 十 七 号 の 項 第 十 八 号 を 削 り 、 同 項 第 十 九 号 中 「 第 11 条 」 を 「 第

9 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 八 号 と す る 。  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 第 十 八 号 の 項 中 「（令和 3 年農林水第第 17―360 号） 」 を 「（令和 6

年農林水第 15―347 号） 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 第 11 条第 3 項 」 を 「第 11 条第 2 項 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 家 畜 防 疫 対 策 課 の 表 第 一 号 の 項 第 六 十 四 号 及 び 第 六 十 五 号 中 「 届出 」 を 「 報告 」 に 改 め る 。 

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 山 漁 村 づ く り 課 の 表 第 七 号 の 項 中 「 農山漁村振興交付金実施要綱 」 を 「農山漁村振興交

付金交付等要綱 」 に 改 め 、 同 表 第 九 号 の 項 第 一 号 中 「 第 4 の 1 の（9） 」 を 「第 4 の 1 の（10） 」 に 改 め 、 同 項 第 三

号 中 「 第 4 の 2 の(5) 」 を 「 第 4 の 2 の(6) 」 に 改 め 、 同 表 第 十 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

10 日本型直接支
払推進交付金

交付等要綱（令
和 4年 3農振第
3021 号）に関

する事務 

要綱第 5 の 2 の規定による都道府県推進
事業実施計画の作成及び提出 

    ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 地 調 整 課 の 表 第 二 号 の 項 第 二 十 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

23 法第 51条第 3項の規定による代執行の
決定 

  ○         

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 地 調 整 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  
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12 

 

宅地造成及び

特定盛土等規
制法施行に関
する事務 

 

1 法第 12 条第 1 項及び法第 30 条第 1 項の

規定による工事の許可 

    ○       

 2 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による関係
市町長への通知 

    ○       

  3 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による公表 

    ○       

 4 法第 14 条第 2 項及び第 33 条第 2 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による許可

証の交付又は不許可の通知 

    ○       

  5 法第 15 条第 1 項及び第 34 条第 1 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による協議 

    ○       

 6 法第 16 条第 1 項及び第 35 条第 1 項の規
定による変更の許可 

    ○       

  7 法第 16 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の規
定による変更の届出の受理 

    ○       

 8 法第 17条第 1項､第 2項､第 4項及び第 5

項並びに第 36 条第 1 項､第 2 項､第 4 項及
び第 5 項の規定による完了検査等 

    ○       

  9 法第 18 条第 1 項及び第 2 項並びに第 37

条第 1項及び第 2項の規定による中間検査
等 

    ○       

 10 法第 19 条第 1 項及び第 38 条第 1 項の
規定による定期の報告の受理 

    ○       

  11 法第 20 条第 1 項､第 2 項､第 3項及び第

4 項並びに第 39 条第 1 項､第 2 項､第 3 項
及び第 4 項の規定による宅地造成等の規
制に係る許可の取消し等 

    ○       

 12 法第 20 条第 5 項及び第 6 項（法第 23

条第 3 項において準用する場合を含む｡）
並びに第 39 条第 5 項及び第 6 項（法第 42
条第 3 項において準用する場合を含む｡）

の規定による宅地造成等の規制に係る災
害防止措置の執行等 

  ○         

  13 法第 21 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項並

びに第 40 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項の
規定による工事等の届出の受理 

    ○       

 14 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による関係市町長への通知 

    ○       

  15 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の

規定による公表 

    ○       

 16 法第 22 条第 2 項及び第 41 条第 2 項の
規定による災害防止措置の勧告 

    ○       

  17 法第 23 条第 1 項及び 2 項並びに第 42

条第 1 項及び第 2 項の規定による改善命
令 

    ○       

 18 法第 24 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の
規定による立入検査 

    ○       

  19 法第 25 条及び第 44 条の規定による報

告の徴取 

    ○       

 20 法第 27条第 1項の規定による工事の届
出の受理 

    ○       

  21 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る関係市町長への通知 

    ○       
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 22 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る公表 

    ○       

  23 法第 27 条第 3 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る勧告 

    ○       

 24 法第 27 条第 4 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る命令 

    ○       

  25 法第 28条第 1項の規定による変更の届
出の受理 

    ○       

 26 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規
則第 88条の規定による宅地造成及び特定

盛土等に関する証明書等の交付 

    ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 治 山 林 道 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

25 
 

宅地造成及び
特定盛土等規

制法の施行に
関する事務 

1 法第 27条第 1項及び第 40条第 1項､第 3
項及び第 4項の規定による工事等の届出の

受理 

       ○   農林水産事
務所等 

2 法第 27 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の規
定による関係市町長への通知 

       ○   農林水産事
務所等 

3 法第 27 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の規

定による公表 

       ○   農林水産事

務所等 

  4 法第 27 条第 3 項の規定による勧告        ○   農林水産事
務所等 

5 法第 27 条第 4 項の規定による命令        ○   農林水産事
務所等 

6 法第 28 条第 1 項の規定による変更の届

出の受理 

       ○   農林水産事

務所等 

  7 法第 30 条第 1 項の規定による工事の許
可 

           

(1) 森林法第 34 条第 2 項の規定による

保安林の作業の許可（法第 44 条にお
いて準用する場合を含む｡）に係る特
定盛土等｡ただし､解除予定保安林に

おいて､法第 30条又は第 30条の 2第 1
項の告示の日から 40 日を経過した後
に行うものを除く｡（以下この項にお

いて｢地域機関の所掌に属するもの｣
という｡） 

       ○   農林水産事

務所等 

(2) (1)に掲げるもの以外のもの｡（以下
この項において｢本庁の所掌に属する

もの｣という｡） 

    ○       

  8 法第 30 条第 4 項（法第 35 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む｡）の規定による
関係市町長への通知 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事
務所等 

  9 法第 30 条第 4 項（法第 35 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む｡）の規定による

公表 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産務
所等 

  10 法第 33 条第 2 項（法第 35 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る許可証の交付又は不許可の通知 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       
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(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事

務所等 

  11 法第 34 条第 1 項（法第 35 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る協議 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事
務所等 

  12 法第 35条第 1項の規定による変更の許
可 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事
務所等 

  13 法第 35条第 2項の規定による変更の届
出の受理 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事
務所等 

  14 法第 36 条第 1 項､第 2 項､第 4項及び第
5 項の規定による完了検査等 

       ○   農林水産事
務所等 

15 法第 37 条第 1 項及び第 2 項の規定によ

る中間検査等 

       ○   農林水産事

務所等 

16 法第 38条第 1項の規定による定期の報
告の受理 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事

務所等 

17 法第 39 条第 1 項、第 2 項、第 3 項及び
第 4 項の規定による特定盛土等の規制に
係る許可の取消し等 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの       ○    農林水産事
務所等 

18 法第 39 条第 5 項及び第 6 項（法第 42
条第 3 項において準用する場合を含む｡）

の規定による特定盛土等の規制に係る災
害防止措置の執行等 

  ○         

  19 法第 41条第 2項の規定による災害防止
措置の勧告 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事
務所等 

  20 法第 42 条第 1 項及び第 2 項の規定によ
る改善命令 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの       ○    農林水産事

務所等 

  21 法第 43条第 1項の規定による立入検査            

(1) 本庁の所掌に係るもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に係るもの        ○   農林水産事
務所等 

  22 法第 44 条の規定による報告の聴取            

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       
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(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事

務所等 

  23 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規
則第 88条の規定による特定盛土等に関す

る証明書等の交付 

           

(1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

(2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   農林水産事
務所等 

別 表 第 一 農 林 水 産 部 水 産 振 興 課 の 表 第 二 号 の 項 中 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 第 七 号 か ら 第 十 三 号 ま

で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 道 路 管 理 課 の 表 第 一 号 の 項 第 三 十 三 号 か ら 第 三 十 六 号 ま で の 規 定 中 「 第 44 条の 2 」 を 「 第

44 条の 3 」 に 改 め 、 同 項 第 四 十 三 号 中 「 第 47 条の 4 」 を 「 第 47 条の 14 」 に 改 め 、 同 項 第 四 十 四 号 中 「 第 47 条の

5 」 を 「 第 47 条の 15 」 に 改 め 、 同 項 第 四 十 五 号 か ら 第 四 十 七 号 ま で の 規 定 中 「 第 48 条の 23 」 を 「 第 48 条の 60 」

に 改 め 、 同 項 第 四 十 八 号 中 「 第 48 条の 25 」 を 「 第 48 条の 62 」 に 、 「 監督に係る措置 」 を 「措置命令 」 に 改 め 、

同 項 第 四 十 九 号 及 び 第 五 十 号 中 「 第 48 条の 25 」 を 「 第 48 条の 62 」 に 改 め 、 同 項 第 五 十 一 号 中 「 第 48 条の 27 」

を 「 第 48 条の 64 」 に 改 め 、 同 項 第 七 十 号 中 「 第 3 条 」 を 「第 3 条第 4 項 」 に 改 め 、 同 項 第 七 十 七 号 中 「 第 1 条

第 2 項 」 を 「 第 1 条の 2 第 2 項 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 河 川 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

12 
 

宅 地 造 成 及
び 特 定 盛 土
等 規 制 法 の

施 行 に 関 す
る事務  

1 法第 12 条第 1 項及び法第 30 条第 1 項の
規定による工事の許可 

      ○    建設事務所 

 2 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による関係
市町長への通知 

       ○   建設事務所 

  3 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による公表 

    ○       

 4 法第 14 条第 2 項及び第 33 条第 2 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による許可
証の交付又は不許可の通知 

      ○    建設事務所 

  5 法第 15 条第 1 項及び第 34 条第 1 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による協議 

      ○    建設事務所 

 6 法第 16 条第 1 項及び第 35 条第 1 項の規
定による変更の許可 

      ○    建設事務所 

  7 法第 16 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の規
定による変更の届出の受理 

       ○   建設事務所 

 8 法第 17条第 1項､第 2項､第 4項及び第 5
項並びに第 36 条第 1 項､第 2 項､第 4 項及
び第 5 項の規定による完了検査等 

       ○   建設事務所 

  9 法第 18 条第 1 項及び第 2 項並びに第 37

条第 1項及び第 2項の規定による中間検査
等 

       ○   建設事務所 

 10 法第 19 条第 1 項及び第 38 条第 1 項の
規定による定期の報告の受理 

       ○   建設事務所 

  11 法第 20 条第 1 項､第 2 項､第 3項及び第

4 項並びに第 39 条第 1 項､第 2 項､第 3 項
及び第 4 項の規定による宅地造成等の規
制に係る許可の取消し等 

      ○    建設事務所 

 12 法第 20 条第 5 項及び第 6 項（法第 23
条第 3 項において準用する場合を含む｡）
並びに第 39 条第 5 項及び第 6 項（法第 42

条第 3 項において準用する場合を含む｡）
の規定による宅地造成等の規制に係る災
害防止措置の執行等 

  ○         

  13 法第 21 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項並

びに第 40 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項の 

       ○   建設事務所 
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  規定による工事等の届出の受理            

  14 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の

規定による関係市町長への通知 

       ○   建設事務所 

  15 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による公表 

    ○       

 16 法第 22 条第 2 項及び第 41 条第 2 項の
規定による災害防止措置の勧告 

       ○   建設事務所 

  17 法第 23条第 1項及び第 2項並びに第 42
条第 1 項及び第 2 項の規定による改善命
令 

      ○    建設事務所 

 18 法第 24 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の

規定による立入検査 

       ○   建設事務所 

  19 法第 25 条及び第 44 条の規定による報
告の徴収 

       ○   建設事務所 

 20 法第 27条第 1項の規定による工事の届
出の受理 

       ○   建設事務所 

  21 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る関係市町長への通知 

       ○   建設事務所 

 22 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る公表 

    ○       

  23 法第 27 条第 3 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る勧告 

       ○   建設事務所 

 24 法第 27 条第 4 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る命令 

      ○    建設事務所 

  25 法第 28条第 1項の規定による変更の届
出の受理 

       ○   建設事務所 

 26 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規
則第 88条の規定による宅地造成及び特定

盛土等に関する証明書等の交付 

      ○    建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

11 宅地造成及び
特定盛土等規

制法の施行に
関する事務 

1 法第 12 条第 1 項及び第 30 条第 1 項の規
定による工事の許可 

      ○    建設事務所 

 2 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による関係
市町長への通知 

       ○   建設事務所 

  3 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による公表 

    ○       

 4 法第 14 条第 2 項及び第 33 条第 2 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による許可
証の交付又は不許可の通知 

      ○    建設事務所 

  5 法第 15 条第 1 項及び第 34 条第 1 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による協議 

      ○    建設事務所 

 6 法第 16 条第 1 項及び第 35 条第 1 項の規
定による変更の許可 

      ○    建設事務所 

  7 法第 16 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の規

定による変更の届出の受理 

       ○   建設事務所 

 8 法第 17条第 1項､第 2項､第 4項及び第 5
項並びに第 36 条第 1 項､第 2 項､第 4 項及
び第 5 項の規定による完了検査等 

       ○   建設事務所 

  9 法第 18 条第 1 項及び第 2 項並びに第 37         ○   建設事務所 
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   条第 1 項及び第 2 項の規定による中間検

査等 

           

  10 法第 19 条第 1 項及び第 38 条第 1 項の
規定による定期の報告の受理 

       ○   建設事務所 

  11 法第 20 条第 1 項､第 2 項､第 3項及び第
4 項並びに第 39 条第 1 項､第 2 項､第 3 項

及び第 4 項の規定による宅地造成等の規
制に係る許可の取消し等 

      ○    建設事務所 

 12 法第 20 条第 5 項及び第 6 項（法第 23
条第 3 項において準用する場合を含む｡）

並びに第 39 条第 5 項及び第 6 項（法第 42
条第 3 項において準用する場合を含む｡）
の規定による宅地造成等の規制に係る災

害防止措置の執行等 

  ○         

  13 法第 21 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項並
びに第 40 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項の

規定による工事等の届出の受理 

       ○   建設事務所 

 14 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による関係市町長への通知 

       ○   建設事務所 

  15 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による公表 

    ○       

 16 法第 22 条第 2 項及び第 41 条第 2 項の

規定による災害防止措置の勧告 

       ○   建設事務所 

  17 法第 23 条第 1 項及び 2 項並びに第 42
条第 1 項及び第 2 項の規定による改善命

令 

      ○    建設事務所 

 18 法第 24 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の
規定による立入検査 

       ○   建設事務所 

  19 法第 25 条及び第 44 条の規定による報
告の徴収 

       ○   建設事務所 

 20 法第 27条第 1項の規定による工事の届

出の受理 

       ○   建設事務所 

  21 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る関係市町長への通知 

       ○   建設事務所 

 22 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る公表 

    ○       

  23 法第 27 条第 3 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る勧告 

       ○   建設事務所 

 24 法第 27 条第 4 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る命令 

      ○    建設事務所 

  25 法第 28条第 1項の規定による変更の届
出の受理 

       ○   建設事務所 

 26 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規

則第 88条の規定による宅地造成及び特定
盛土等に関する証明書等の交付 

      ○    建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 港 湾 ・ 海 岸 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

7 

 

宅 地 造 成 及

び 特 定 盛 土
等 規 制 法 の
施 行 に 関 す

る事務  

1 法第 12 条第 1 項及び第 30 条第 1 項の規

定による工事の許可 

      ○    建設事務所 

2 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による関係

市町長への通知 

       ○   建設事務所 

  3 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による公表 

    ○       
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4 法第 14 条第 2 項及び第 33 条第 2 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による許可
証の交付又は不許可の通知 

      ○    建設事務所 

  5 法第 15 条第 1 項及び第 34 条第 1 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による協議 

      ○    建設事務所 

6 法第 16 条第 1 項及び第 35 条第 1 項の規

定による変更の許可 

      ○    建設事務所 

  7 法第 16 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の規
定による変更の届出の受理 

       ○   建設事務所 

8 法第 17条第 1項､第 2項､第 4項及び第 5
項並びに第 36 条第 1 項､第 2 項､第 4 項及

び第 5 項の規定による完了検査等 

       ○   建設事務所 

  9 法第 18 条第 1 項及び第 2 項並びに第 37
条第 1項及び第 2項の規定による中間検査

等 

       ○   建設事務所 

10 法第 19 条第 1 項及び第 38 条第 1 項の
規定による定期の報告の受理 

       ○   建設事務所 

  11 法第 20 条第 1 項､第 2 項､第 3項及び第
4 項並びに第 39 条第 1 項､第 2 項､第 3 項

及び第 4 項の規定による宅地造成等の規
制に係る許可の取消し等 

      ○    建設事務所 

12 法第 20 条第 5 項及び第 6 項（法第 23
条第 3 項において準用する場合を含む｡）

並びに第 39 条第 5 項及び第 6 項（法第 42
条第 3 項において準用する場合を含む｡）
の規定による宅地造成等の規制に係る災

害防止措置の執行等 

  ○         

  13 法第 21 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項並
びに第 40 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項の

規定による工事等の届出の受理 

       ○   建設事務所 

14 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による関係市町長への通知 

       ○   建設事務所 

  15 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の
規定による公表 

    ○       

16 法第 22 条第 2 項及び第 41 条第 2 項の

規定による災害防止措置の勧告 

       ○   建設事務所 

  17 法第 23 条第 1 項及び 2 項並びに第 42
条第 1 項及び第 2 項の規定による改善命

令 

      ○    建設事務所 

18 法第 24 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の
規定による立入検査 

       ○   建設事務所 

  19 法第 25 条及び第 44 条の規定による報
告の徴収 

       ○   建設事務所 

20 法第 27条第 1項の規定による工事の届

出の受理 

       ○   建設事務所 

  21 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る関係市町長への通知 

       ○   建設事務所 

22 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る公表 

    ○       

  23 法第 27 条第 3 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る勧告 

       ○   建設事務所 

24 法第 27 条第 4 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る命令 

      ○    建設事務所 
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  25 法第 28条第 1項の規定による変更の届

出の受理 

       ○   建設事務所 

26 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規
則第 88条の規定による宅地造成及び特定

盛土等に関する証明書等の交付 

      ○    建設事務所 
別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 一 号 の 項 第 四 号 中 「 第 6 条第 1 項第 4 号 」 を 「 第 6 条第 1 項第 3 号 」 に

改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 確認の報告 」 を 「確認審査報告書 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 完了検査結果の報告 」 を 「 完

了検査報告書 」 に 改 め 、 同 項 第 十 三 号 中 「 中間検査結果の報告 」 を 「中間検査報告書 」 に 改 め 、 同 項 第 十 六 号 中

「 報告 」 を 「 仮使用認定報告書 」 に 改 め 、 同 項 第 四 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

45 法第 18 条第 18 項の規定による審査報
告書の受理 

           

(1) (2)に掲げるもの以外のもの        ○   建設事務所 

(2) 松阪建設事務所、志摩建設事務所、
尾鷲建設事務所及び熊野建設事務所

に係るもの 

        ○  建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 二 百 九 号 を 第 二 百 十 五 号 と し 、 第 二 百 八 号 を 第 二 百 十 四 号

と し 、 第 二 百 七 号 を 次 の よ う に 改 め 、 同 号 を 第 二 百 十 三 号 と す る 。  

213 建築基準法施行細則（昭和 46 年三重
県規則第 64 号）第 14 条の 2 第 2 項の規

定による道路の指定等の変更等 

           

(1) 法第 42 条 1 項 5 号係るもの        ○   建設事務所 

(2) 法第 42 条第 2 項に係るもの       ○    建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 二 百 六 号 を 第 二 百 十 二 号 と し 、 第 二 百 五 号 を 次 の よ う に 改

め 、 同 号 を 第 二 百 十 一 号 の 項 と す る 。  

211 政令第 137 条の 16 第 2 号の規定によ
る認定 

       ○   建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 二 百 四 号 を 第 二 百 十 号 と し 、 第 九 十 六 号 か ら 第 二 百 三 号 ま

で を 六 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 九 十 五 号 中 「 第 60 条の 2 の 2 の第 2 項 」 を 「 第 60 条の 2 の 2 第 3 項 」 に 改 め 、

同 号 を 同 項 第 百 一 号 と し 、 同 項 中 第 九 十 四 号 を 第 百 号 と し 、 第 七 十 九 号 か ら 第 九 十 三 号 ま で を 六 号 ず つ 繰 り 下 げ 、

同 項 第 七 十 八 号 中 「 第 57 条の 2 」 を 「 第 57 条の 5 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 八 十 四 号 と し 、 同 項 中 第 七 十 七 号 を 第

八 十 三 号 と し 、 第 六 十 三 号 か ら 第 七 十 六 号 ま で を 六 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 六 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め 、 同 号 を 第 六

十 八 号 と す る 。  

68 法第 44条第 2項の規定による建築審査
会の同意を求めること。 

           

(1) (2)に掲げるもの以外のもの       ○    建設事務所 

(2) 法第 52 条第 15 項､第 53 条第 9 項､
第 53条の 2 第 4項､第 55条第 5項､第
57条の 4第 2項､第 58条第 3項､第 59

条第 5項､第 59条の 2第 2項､第 60条
の 2 第 7 項､第 60 条の 2 の 2 第 5 項､
第 60 条の 3 第 4 項､第 67 条第 10 項､

第 68条第 6項､第 68条の 3第 5項､第
68条の 5 の 3 第 3 項､第 68 条の 7第 6
項､第 86条第 5項及び第 86条の 2第 5

項において準用するもの 

    ○       

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 六 十 一 号 を 第 六 十 七 号 と し 、 第 四 十 七 号 か ら 第 六 十 号 ま で

を 六 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 四 十 六 号 中 「 第 18 条第 25 項 」 を 「第 18 条第 41 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 十 二

号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 六 号 を 加 え る 。  

46 法第 18 条第 19 項の規定による適合し
ないと認める通知 

       ○   建設事務所 

47 法第 18 条第 27 項の規定による完了検
査報告書の受理 

           

(1) (2)に掲げるもの以外のもの        ○   建設事務所 

(2) 松阪建設事務所､志摩建設事務所､
尾鷲建設事務所及び熊野建設事務所 

        ○  建設事務所 
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   に係るもの            

48 法第 18 条第 36 項の規定による中間検

査報告書の受理 

           

(1) (2)に掲げるもの以外のもの        ○   建設事務所 

(2) 松阪建設事務所､志摩建設事務所､
尾鷲建設事務所及び熊野建設事務所
に係るもの 

        ○  建設事務所 

49 法第 18 条第 38 項第 1 号の規定による
認定（法第 87 条の 4 並びに第 88 条第 1
項及び第 2 項において準用する場合を含

む｡） 

       ○   建設事務所 

50 法第 18 条第 39 項の規定による仮使用
認定報告書の受理（法第 87 条の 4 並びに
第 88 条第 1 項及び第 2 項において準用す

る場合を含む｡） 

           

(1) (2)に掲げるもの以外のもの        ○   建設事務所 

(2) 松阪建設事務所､志摩建設事務所､
尾鷲建設事務所及び熊野建設事務所
に係るもの 

        ○  建設事務所 

51 法第 18 条第 40 項の規定による適合し
ないと認める通知（法第 87 条の 4 並びに
第 88 条第 1 項及び第 2 項において準用す

る場合を含む。） 

       ○   建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 十 三 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

13 
 

三重県宅地開
発事業の基準
に関する条例

を廃止する条
例（令和 7 年三
重県条例第 33

号）附則第 2 項
及び第 3 項に
規定する経過

措置の施行に
関する事務 

1 宅地開発事業を行う区域が 2以上の建設
事務所の所管区域に属する宅地開発事業
に係る次に掲げる事務 

           

(1) 条例第 6条第 2項の規定による市町
長との協議（条例第 9 条第 2 項におい
て準用する場合を含む｡） 

    ○       

(2) 条例第 6条第 3項の規定による確認

等に係る市町長の意見の聴取（条例第
9 条第 2 項において準用する場合を含
む｡） 

    ○       

  (3) 条例第 7条第 2項の規定による確認

の通知等（条例第 9 条第 2 項において
準用する場合を含む｡） 

    ○       

(4) 条例第 9条第 1項の規定による設計
の変更の確認 

    ○       

(5) 条例第 11 条の規定による届出の受
理 

     ○      

  (6) 条例第 12 条第 2 項の規定による工
事の検査 

    ○       

(7) 条例第 12 条第 3 項の規定による証

明書の交付 

    ○       

(8） 条例第 12 条第 4 項の規定による工
事が完了した旨の公告 

     ○      

  (9) 条例第 12 条の 2 の規定による建築

承認 

       ○   建設事務所 

(10) 条例第 13 条第 1 項の規定による工
事の停止命令 

      ○    建設事務所 

(11) 条例第 13 条第 2 項の規定による措
置命令 

    ○       

  (12) 条例第 13 条第 3 項の規定による防

災等に係る措置命令 

    ○       

(13) 条例第 13 条第 4 項の規定による検
査 

     ○      
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(14) 条例第 13 条第 5 項の規定による開

発区域内への立入りの禁止 

    ○       

  (15) 条例第 13 条第 6 項の規定による是
正命令 

    ○       

(16) 条例第 13 条第 7 項の規定による擁

壁等の設置命令 

    ○       

(17) 条例第 14 条第 1 項の規定による工
事の施行状況等に係る報告の聴取 

    ○       

  2 前号の規定による宅地開発事業以外の
宅地開発事業並びに三重県公文書管理規

程第 19 条第 1 項第 5 号の規定による経由
簿の決裁及び確認に係る次に掲げる事務 

           

(1) 条例第 6条第 2項の規定による市町

長との協議（条例第 9 条第 2 項におい
て準用する場合を含む｡） 

       ○   建設事務所 

(2) 条例第 6条第 3項の規定による確認
等に係る市町長への意見の聴取（条例

第 9条第 2項において準用する場合を
含む｡） 

       ○   建設事務所 

  (3) 条例第 7条第 2項の規定による確認
の通知等（条例第 9 条第 2 項において

準用する場合を含む｡） 

       ○   建設事務所 

(4) 条例第 9条第 1項の規定による設計
の変更の確認 

       ○   建設事務所 

(5) 条例第 11 条の規定による届出の受

理 

           

  イ ロに掲げるもの以外のもの        ○   建設事務所 

ロ 松阪建設事務所､志摩建設事務所､
尾鷲建設事務所及び熊野建設事務所
に係るもの 

        ○  建設事務所 

(6) 条例第 12 条第 2 項の規定による工

事の検査 

       ○   建設事務所 

  (7) 条例第 12 条第 3 項の規定による証
明書の交付 

       ○   建設事務所 

(8) 条例第 12 条第 4 項の規定による工

事が完了した旨の公告 

     ○      

(9) 条例第 12 条の 2 の規定による建築
承認 

       ○   建設事務所 

  (10) 条例第 13 条第 1 項の規定による工
事の停止命令 

      ○    建設事務所 

(11) 条例第 13 条第 2 項の規定による措
置命令 

      ○    建設事務所 

(12) 条例第 13 条第 3 項の規定による防
災等に係る措置命令 

      ○    建設事務所 

  (13) 条例第 13 条第 4 項の規定による検

査 

       ○   建設事務所 

(14) 条例第 13 条第 5 項の規定による開
発区域内への立入りの禁止 

       ○   建設事務所 

(15) 条例第 13 条第 6 項の規定による是

正命令 

       ○   建設事務所 

  (16) 条例第 13 条第 7 項の規定による擁
壁等の設置命令 

       ○   建設事務所 

(17) 条例第 14 条第 1 項の規定による工
事の施行状況等に係る報告の聴取 

       ○   建設事務所 

3 次に掲げる事務            

  (1) 条例第 14 条第 2 項の規定による工
事の状況に係る開発区域内への立入 
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  検査            

  イ 本庁の職員に係るもの     ○       

  ロ 地域機関の職員に係るもの        ○   建設事務所 

  (2) 条例第 14 条第 3 項の規定による事

業主等の事務所等への立入検査 

           

イ 本庁の職員に係るもの     ○       

ロ 地域機関の職員に係るもの        ○   建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 十 八 号 の 項 第 二 号 中 「 第 12 条第 3 項 」 を 「第 11 条第 3 項 」 に 改 め 、 同

項 第 三 号 中 「 第 12 条第 4 項 」 を 「 第 11 条第 4 項 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 第 12 条第 5 項 」 を 「 第 11 条第 5 項 」

に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 第 13 条第 4 項 」 を 「 第 12 条第 4 項 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 第 13 条第 5 項 」 を 「 第

12 条第 5 項 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 第 13 条第 6 項 」 を 「 第 12 条第 6 項 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 中 「 第 14 条第 1

項 」 を 「 第 13 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 中 「 第 14 条第 2 項 」 を 「 第 13 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 第

15 条第 1 項 」 を 「 第 14 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 中 第 十 一 号 か ら 第 十 四 号 ま で を 削 り 、 同 項 第 十 五 号 中 「 第 17 条

第 1 項 」 を 「第 15 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 一 号 と し 、 同 項 第 十 六 号 か ら 第 二 十 一 号 ま で を 削 り 、 同 項

第 二 十 二 号 中 「 第 23 条第 3 項 」 を 「 第 16 条第 4 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 第 二 十 三 号 中 「 第

35 条第 1 項 」 を 「 第 30 条第 1 項 」 に 、 「 第 36 条第 2 項 」 を 「 第 31 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 三 号 と し 、

同 項 第 二 十 四 号 中 「 第 35 条第 3 項 」 を 「第 30 条第 3 項 」 に 、 「 第 36 条第 2 項 」 を 「第 31 条第 2 項 」 に 改 め 、 同

号 を 同 項 第 十 四 号 と し 、 同 項 第 二 十 五 号 中 「 第 35 条第 5 項 」 を 「 第 30 条第 5 項 」 に 、 「 第 36 条第 2 項 」 を 「第

31 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 五 号 と し 、 同 項 第 二 十 六 号 中 「 第 35 条第 6 項 」 を 「第 30 条第 6 項 」 に 、

「 第 36 条第 2 項 」 を 「 第 31 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 六 号 と し 、 同 項 第 二 十 七 号 中 「 第 37 条 」 を 「 第

32 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 七 号 と し 、 同 項 第 二 十 八 号 中 「 第 38 条 」 を 「 第 33 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十

八 号 と し 、 同 項 第 二 十 九 号 中 「 第 39 条 」 を 「 第 34 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 九 号 と し 、 同 項 第 三 十 号 か ら 第

三 十 八 号 ま で を 削 り 、 同 項 第 三 十 九 号 中 「 規則第 8 条 」 を 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則（平成 28 年国土交通省令第 5 号）第 10 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 号 と し 、 同 項 第 四 十 号 中 「 第 9

条 」 を 「第 11 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 一 号 と し 、 同 項 第 四 十 一 号 中 「 第 11 条 」 を 「 第 13 条 」 に 改 め 、 同

号 を 同 項 第 二 十 二 号 と し 、 同 項 第 四 十 二 号 中 「 第 29 条 」 を 「 第 28 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 三 号 と し 、 同

表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

20 
 

宅地造成及び
特定盛土等規
制法の施行に

関する事務 
 

1 法第 12 条第 1 項及び第 30 条第 1 項の規
定による工事の許可 

           

 (1) 津建設事務所の所管区域に属する
宅地造成等､宅地造成等を行う土地の

面積が 1ヘクタール以上のもの及び宅
地造成等を行う土地の区域が 2以上の
建設事務所の所管区域に属する宅地

造成等（以下この項において｢本庁の
所掌に属するもの｣という｡） 

    ○       

  (2) (1)に掲げるもの以外の宅地造成等

（以下この項において｢地域機関の所
掌に属するもの｣という｡） 

       ○   建設事務所 

  2 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による関係
市町長への通知 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  3 法第 12 条第 4 項及び第 30 条第 4 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による公表 

    ○       

  4 法第 14 条第 2 項及び第 33 条第 2 項（法
第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において

準用する場合を含む｡）の規定による許可
証の交付又は不許可の通知 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 
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  5 法第 15 条第 1 項及び第 34 条第 1 項（法

第 16 条第 3 項及び第 35 条第 3 項において
準用する場合を含む｡）の規定による協議 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  6 法第 16 条第 1 項及び第 35 条第 1 項の規

定による変更の許可 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  7 法第 16 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の規
定による変更の届出の受理 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの      ○      

  (2) 地域機関の所掌に属するもので(3)

に掲げるもの以外のもの 

       ○   建設事務所 

  (3) 地域機関の所掌に属するもので松
阪建設事務所､志摩建設事務所､尾鷲

建設事務所及び熊野建設事務所に係
るもの 

        ○  建設事務所 

  8 法第 17 条第 1 項及び第 2 項並びに第 36
条第 1項及び第 2項の規定による完了検査

等 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  9 法第 18 条第 1 項及び第 2 項並びに第 37
条第 1項及び第 2項の規定による中間検査

等 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  10 法第 19 条第 1 項及び第 38 条第 1 項の
規定による定期の報告の受理 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  11 法第 20 条第 1 項､第 2 項､第 3項及び第

4 項並びに第 39 条第 1 項､第 2 項､第 3 項
及び第 4 項の規定による宅地造成等の規
制に係る許可の取消し等 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの       ○    建設事務所 

  12 法第 20 条第 5 項及び第 6 項（法第 23
条第 3 項において準用する場合を含む｡）
並びに第 39 条第 5 項及び第 6 項（法第 42

条第 3 項において準用する場合を含む｡）
の規定による宅地造成等の規制に係る災
害防止措置の執行等 

  ○         

  13 法第 21 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項並

びに第 40 条第 1 項､第 3 項及び第 4 項の
規定による工事等の届出の受理 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  14 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の

規定による関係市町長への通知 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  15 法第 21 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の     ○       
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  規定による公表            

  16 法第 22 条第 2 項及び第 41 条第 2 項の

規定による災害防止措置の勧告 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  17 法第 23 条第 1 項及び 2 項並びに第 42
条第 1 項及び第 2 項の規定による改善命

令 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの       ○    建設事務所 

  18 法第 24 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の
規定による立入検査 

           

  (1) 本庁の所掌に係るもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に係るもの        ○   建設事務所 

  19 法第 25 条及び第 44 条の規定による報

告の徴収 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  20 法第 27条第 1項の規定による工事の届
出の受理 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  21 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る関係市町長への通知 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  22 法第 27 条第 2 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る公表 

    ○       

  23 法第 27 条第 3 項（法第 28 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む｡）の規定によ
る勧告 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  24 法第 27 条第 4 項（法第 28 条第 3 項に
おいて準用する場合を含む｡）の規定によ

る命令 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  25 法第 28条第 1項の規定による変更の届
出の受理 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

  26 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規
則第 88条の規定による宅地造成及び特定
盛土等に関する証明書等の交付 

           

  (1) 本庁の所掌に属するもの     ○       

  (2) 地域機関の所掌に属するもの        ○   建設事務所 

別 表 第 一 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 の 表 第 六 号 の 項 中 第 二 十 四 号 を 第 二 十 八 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 二 十 三 号 ま で を

四 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 八 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  
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7 法第 13 条の規定による登録サービス付

き高齢者向け住宅の登録抹消 

    ○       

別 表 第 一 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 の 表 第 六 号 の 項 中 第 三 号 を 第 六 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 三 号 を 加 え る 。  

3 法第 7条の規定によるサービス付き高齢
者向け住宅の登録 

    ○       

4 法第 8条の規定によるサービス付き高齢

者向け住宅の登録拒否 

    ○       

5 法第 9条第 3項の規定による登録サービ
ス付き高齢者向け住宅の変更登録 

    ○       

別 表 第 一 出 納 局 出 納 総 務 課 の 表 第 一 号 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。  

8 規則第 27 条第 2 項第 16 号の規定による

歳入等の承認 

    ○       

別 表 第 一 出 納 局 会 計 支 援 課 の 表 第 一 号 の 項 第 七 号 中 「 第 43 条第 1 項第 27 号 」 を 「 第 43 条第 1 項第 28 号 」 に

改 め る 。  

別 表 第 二 共 通 決 裁 事 項 (1
)

一 般 事 務 の 表 第 十 七 号 の 項 第 三 十 八 号 中 「 次号から第 46 号まで 」 の 次 に 「 及び次項

第 37 号 」 を 加 え る 。  

別 表 第 二 共 通 決 裁 事 項 (1
)

一 般 事 務 の 表 第 十 八 号 の 項 中 第 十 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

10 法第 22 条第 2 項の規定による公表     ○       

別 表 第 二 共 通 決 裁 事 項 (1
)

一 般 事 務 の 表 第 十 八 号 の 項 第 三 十 四 号 中 「 平成 19 年内閣府令第 68 号 」 の 次 に 「 。次

号及び第 36 号において「規則」という。 」 を 加 え 、 「 第 43 条 」 を 「 第 61 条 」 に 改 め 、 同 項 第 三 十 五 号 中 「 第 50

条第 1 項 」 を 「 第 68 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 三 十 六 号 中 「 第 51 条第 1 項 」 を 「 第 70 号第 1 項 」 に 改 め 、 同 号

の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

37 条例第 41条第 1項の規定による閲覧又
は写しの交付 

    ○       

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 二 十 四 号 の

項 の 改 正 規 定 及 び 同 表 に 第 二 十 九 号 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 、 別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 地 調 整 課 の 表 に 第 十 二 号 の 項

を 加 え る 改 正 規 定 、 別 表 第 一 農 林 水 産 部 治 山 林 道 課 の 表 に 第 二 十 五 号 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 、 別 表 第 一 県 土 整 備

部 河 川 課 の 表 に 第 十 二 号 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 、 別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 に 第 十 一 号 の 項 を 加 え る 改

正 規 定 、 別 表 第 一 県 土 整 備 部 港 湾 ・ 海 岸 課 の 表 に 第 七 号 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 、 別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課

の 表 に 第 二 十 号 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 令 和 七 年 五 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。  
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